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ごあいさつ 

当企業団は、埼玉県東南部の越谷市と松伏町を給水区域とする末端給水型の水道事

業体として、昭和４４年(1969年)４月に設立されました。設立当時１４万人ほどであ

った給水人口は現在３７万人を超える規模となり、増加する水需要に対応するため、

これまで３回の拡張事業により施設整備を進め、水道水の安定供給を図ってまいりま

した。 

しかし、時代が昭和から平成、そして令和へと移り変わる中、社会経済状況は人口

急増から人口減少へ、高度成長から低成長へと大きく変貌し、水道事業も施設の拡張

整備から維持更新へと舵を切ることを余儀なくされています。こうした状況のもと、

厚生労働省により「新水道ビジョン」が平成２５年(2013年)に策定され、将来の水道

の理想像と取り組むべき方策が示されました。また、改正水道法が令和元年(2019年)

１０月に施行され、水道事業の目指す方向が「計画的な整備」から「基盤強化」へと

改められました。 

当企業団においては、平成２８年(2016年)３月に計画期間を１０年とする「水道事

業マスタープラン」を策定いたしました。基本理念を「世代（とき）を越え 命の水

を送り続ける こしまつ水道」と定め、基本方針として「強靱で安定した水道事業の

構築を目指して」、「安全な水の給水を目指して」、「持続可能な水道事業経営を目指し

て」の３つの柱を掲げました。また、この計画は総務省の「経営戦略」の内容を包含

するものです。 

「水道事業マスタープラン」は、スタートから５年を迎えることから、今般、後期

５年間（令和３年度～令和７年度）に係る見直しを行いました。前期の成果を検証す

るとともに、改めて水需要の動向やお客様のニーズを把握し、基本方針に沿って実施

する施策の目指す指標を定め、ここに公表いたします。 

越谷・松伏水道企業団は、現在はもとより将来にわたり、いついかなる時でも、安

全で良質な水を安定的に供給するという使命を果たすため、職員一丸となって取り組

んでまいります。皆様におかれましては、「水道事業マスタープラン（後期見直し）」

の主旨をご理解いただき、計画の推進に一層のご協力を賜りますようお願い申し上げ

ます。 

令和３年(2021年)３月 

越谷・松伏水道企業団 

企業長 野 口 晃 利 
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第 1 章 計画策定の趣旨と位置付け

 計画策定の趣旨 

当企業団では、安全で良質な水道水を安定的に送り続けるため、平成２８年(2016

年)３月、１０か年を計画期間とする「水道事業マスタープラン」（以下「本計画」と

いいます。）を策定し、それ以降、計画的な水道事業経営に取り組んできました。しか

しながら、近年、ライフスタイルの変化や節水機器の普及などにより、水需要が減少

傾向にある一方、老朽化施設の更新や大規模地震に備えるための耐震化に多額の資金

を要するなど、水道事業を取り巻く環境は一層厳しさを増しています。 

このような状況は、当企業団のみならず全国的に同様であり、平成２５年(2013年)

３月、厚生労働省は「新水道ビジョン※1」を策定・公表し、５０年、１００年後の将

来を見据えた水道の理想像と、当面の間に取り組むべき事項や方策などを示しました。

また、平成２６年(2014年)８月、総務省は全国の地方公共団体に対して、公営企業の

中長期的な経営の基本計画である「経営戦略※2」を策定し、経営基盤の強化と経営マ

ネジメントの向上に取り組むことを要請しました。令和元年(2019年)１０月には、水

道法の一部を改正する法律（以下「改正水道法」といいます。）が施行され、水道事業

者に対して水道事業基盤強化のための責務が課されました。 

そのような背景から、今般、当企業団では、経営の効率化と合理化を図り、事業を

安定的かつ持続的に進めるため、計画策定から４年経過した時点における施策の取り

組み状況を分析・評価するとともに、それらの結果から浮かび上がった課題に対する

改善方策について検討しました。その結果を踏まえて、後期５か年分（令和３年度～

令和７年度）の計画見直し（以下「後期見直し」といいます。）を行いました。 

※1 新水道ビジョン 

「新水道ビジョン」とは、厚生労働省が所管する水道事業の基本計画のことである。この計画では、50年後、

100年後の将来を見据えた水道の理想像が明示されるとともに、その目指すべき方向性、実現方策及び関係者の

役割分担などが提示されている。全国の水道事業体に共通する課題に対応するため、平成１６年(2004年)に策定

された「水道ビジョン」を基に、人口減少社会の到来や東日本大震災等の経験を踏まえて全面的に見直しを図る

ことで、平成２５年(2013年)３月に策定された。 

※2 経営戦略 

「経営戦略」とは、地方公営企業が将来にわたって安定的に事業を継続するために策定する中長期的な経営の

基本計画のことである。この計画には、投資と財源の試算によって収支が均衡している「投資・財政計画」を定

めるとともに、効率化・経営健全化の取り組み方針などを規定する。平成２６年(2014年)８月、総務省は「公営

企業の経営に当たっての留意事項について」を全国の地方公共団体宛てに通知し、その策定を求めた。 
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 位置付け 

本計画は、当企業団における計画期間内の水道事業経営の基本的な方針を示すもの

です。その内容は、水需要の減少や多額の資金を必要とする施設の更新・耐震化など、

近年の水道事業を取り巻く環境の変化を踏まえたものとし、厚生労働省の「新水道ビ

ジョン」との整合を図りました。なお、本計画は、厚生労働省が全国の水道事業者に

作成を要請している「水道事業ビジョン※3」として位置付けるとともに、総務省が全

国の地方公営企業に策定を要請している中長期的な経営の基本計画である「経営戦略」

の内容を含むものとします。 

「経営戦略」のうち「投資・財政計画」については、厚生労働省が推奨するアセッ

トマネジメント※4の手法により、概ね６０年程度の施設の更新需要と財政収支見通し

等をまとめた「水道施設総合管理計画（令和２年度改訂版）」を基礎資料として活用し

ました。 

※3 水道事業ビジョン 

「水道事業ビジョン」とは、「新水道ビジョン※1」で示している水道の理想像を地域の実情に即して具現化す

るために、厚生労働省が各水道事業体に作成を求めている経営上の基本計画のことである。 

※4 アセットマネジメント 

「アセットマネジメント」とは「効率よく資産を運用する」ことを意味する語である。水道事業では、「水道

ビジョンに掲げた持続可能な水道事業を実現するために、中長期的な視点に立ち、水道施設のライフサイクル全

体にわたって効率的かつ効果的に水道施設を管理運営する体系化された実践活動」として、広く認識されている。 

水道事業マスタープランの位置付け
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 後期見直しの期間 

後期見直しの期間は、令和３年度から令和７年度までの５年間とします。また、本

計画に含む「経営戦略」の新たな期間は、令和３年度から令和１２年度までの１０年

間とします。ただし、「経営戦略」に定める令和８年度以降の施策は、本計画の期間終

了後に定める新たな基本的方針（次期水道事業ビジョン）に位置付けることによって

実施するものとします。 

Ｈ28 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3 Ｒ4 Ｒ5 Ｒ6 Ｒ7 Ｒ8 Ｒ9 Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12

経営戦略（平成２８年度～令和７年度） 経 営 戦 略〔改定後〕
（令和３年度～令和１２年度）

経 営 戦 略
（平成２８年度～令和７年度）

（後期見直し）
（令和３年度～令和７年度）

水道事業マスタープラン
（平成２８年度～令和７年度）

後期見直しの期間



第２章 水道の概要 

４ 

第 2 章 水道の概要 

 水道事業の概要 

 水道事業の沿革 

当企業団は、越谷市及び松伏町を給水区域とし、昭和４４年(1969年)４月に発足し

ました。当時の計画給水人口は145,000人、計画１日最大給水量は41,000m3でした。 

全国的に水道の整備が進む中、当企業団の給水区域においても、高度経済成長に伴

う人口急増や生活水準の向上により水需要が増加したため、昭和４６年(1971年)３月

には第１回拡張事業計画を実施しました。この時点で、計画給水人口は240,000人、計

画１日最大給水量は103,200m3となりました。その後、二度にわたる拡張事業を実施し、

平成４年(1992年)３月には計画給水人口を371,500人、計画１日最大給水量を

181,700m3とする第３回拡張事業計画変更の認可を受け、拡大する水需要に対応して

きました。 

平成７年(1995年)に発生した阪神・淡路大震災以降、全国的に水道施設の耐震性が

見直され、当企業団においても災害対策として配水管及び浄・配水場施設の耐震化を

推進してきました。管路更新の際には、耐震性と耐久性に優れた耐震継手 GX 形ダク

タイル鋳鉄管※5に加え、令和元年度から中小口径管を対象に耐震性や長寿命性等を有

する水道配水用ポリエチレン管※6を材料として採用し、布設しています。また、平成

２６年度には築比地浄水場の耐震化工事を、平成３０年度には東部配水場の耐震化工

事をそれぞれ完了するなど、水道施設の耐震化にも積極的に取り組んでいます。 

財政面においては、料金改定を平成１６年(2004年)４月に実施して以降、健全性を

維持しており、安定的かつ持続可能な水道事業経営を行っています。 

事業名 認可年月 計画給水人口 計画１日最大給水量 

創設事業 昭和44年(1969年)３月 145,000 人 41,000m3 

第１回拡張事業 昭和46年(1971年)３月 240,000 人 103,200m3 

第２回拡張事業 昭和52年(1977年)４月 281,000 人 131,600m3 

第３回拡張事業 平成 2 年(1990年)３月 354,000 人 161,000m3 

第３回拡張事業変更 平成 4 年(1992年)３月 371,500 人 181,700m3 

※5 ダクタイル鋳鉄管 

「ダクタイル鋳鉄」を素材とする鉄管。「ダクタイル鋳鉄」は、鋳鉄に含まれる黒鉛を球体化させたもので、

一般の鋳鉄に比べて強度や靱性に富んでいる。 

※6 水道配水用ポリエチレン管 

耐震性、長期耐水圧性、耐食性、経済性などの優れた特徴を有した樹脂製の管。耐震管に位置付けられている。 

拡張事業の概要
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 水道事業の現状 

 給水人口と年間配水量 

当企業団の給水人口は令和元年度末で 373,695 人であり、七左第一、西大袋及び越

谷レイクタウンなどの土地区画整理事業等による市街地開発により、現在に至るまで

増加傾向にあります。今後の給水人口は、令和４年度までは増加傾向で推移しますが、

その後は減少に転じ、令和７年度には 373,339 人、令和１２年度には 368,180 人にな

ると推計されます。 

一方、年間配水量はライフスタイルや世帯構成の変化、節水機器の普及などにより

長期的に減少傾向が続いており、将来においても減少傾向が続くものと予測されます。 

※将来の給水人口は、令和元年度末人口（令和２年(2020年)４月１日の住民基本台帳(外国人を
含む)）を基準人口として、男女５歳階級別のコーホート要因法により推計しました。 
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給水人口 年間配水量

給水人口
（人）

年間配水量
（千m3）

推計値

368,180人

36,624千m3

ピーク
376,437人

373,695人

37,555千m3

350,258人

40,442千m3

365,155人

38,201千m3

373,339人

37,842千m3

37,356千m3

（経営戦略の期間を含む）

給水人口と年間配水量の推移
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 施設 

当企業団では、河川水（埼玉県企業局からの受水）と地下水（自己水）を水源とし、

５つの浄・配水場からお客様に水道水を供給しており、その配水能力は合わせて

154,000m3/日を有しています。 

水源 河川水（約９割）、地下水（約１割） 

施設数 浄・配水場施設数 5 施設 管路総延長 

（導・配水管合計） 
1,278km 

配水池設置数 13 池 

配水能力 154,000 m3/日 施設利用率 66.6% 

平成３０年度に東部配水場の耐震化工事が完了したことから、南部浄水場を除く４

施設（築比地浄水場、北部配水場、西部配水場及び東部配水場）はレベル１地震動※7

以上を確保できました。なお、将来的に水需要が減少すると、老朽化が著しく進んで

いる南部浄水場を除いた４施設での運用であっても安定的に水道水の供給が可能で

あると予測されます。

令和元年度末における管路総延長は 1,278km（導・配水管合計）です。そのうち、

耐久性の高いダクタイル鋳鉄管が全体の９割以上を占めており、その他は主に耐衝撃

性硬質塩化ビニル管※8が使用されています。また、これまで進めてきた耐震化の取り

組みにより、ダクタイル鋳鉄管

のうち、耐震継手（GX 形、NS 形

等）を有する配水管が多く布設

されています。 

更に、令和元年度からは、中

小口径管の布設替え等に、耐震

性や長寿命性等を有する水道配

水用ポリエチレン管の採用を開

始しています。  

※7 レベル 1地震動 

当該施設の設置地点において発生が想定される地震動のうち、当該施設の供用期間中に発生する可能性が高い

もの（震度５程度）。 

※8 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 

一般の塩化ビニル管に比べ、衝撃に強く弾性に富んでいる。 

施設の概要（令和元年度末時点）

1km

598km

610km

6km

3km 1km
6km

53km

鋳鉄管

ダクタイル鋳鉄管（耐震）

ダクタイル鋳鉄管（非耐震）

鋼管

石綿セメント管

石綿スチール管

水道配水用ポリエチレン管

その他

管路延長

1,278km
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主要施設の位置図

：本庁舎

：浄水場

：配水場
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企業団本庁舎 昭和55年(1980年)7月

・事務室
・中央管理室
　(監視・遠隔操作装置、
　その他管理設備)
・非常用電源設備

・事務の執行
・浄・配水場(5か所)の
　運転状況の監視

平成27年(2015年)3月
・中央管理システム
　の更新

築比地浄水場
昭和49年(1974年)4月

通水

・深井戸4井
・管理棟
・除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ装置
・配水池

　(RC造7,500ｍ3、

　 PC造10,500ｍ3)
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・電気設備、その他

・浄水能力

    6,000ｍ3/日×2池
・配水能力

    44,000ｍ3/日

平成27年(2015年)3月
・配水池、ろ過池の
　耐震化
・電気機械設備の
　更新

北部配水場
平成22年(2010年)4月

通水

・管理棟
・配水池

  (PC造6,000ｍ3)
・配水ポンプ
・太陽光発電設備
・電気設備、その他
・防災倉庫

・配水能力

    10,000ｍ3/日

平成22年(2010年)3月
・浄水施設の廃止
・配水池、電気機械
　設備の更新

南部浄水場
昭和41年(1966年)2月

通水

・深井戸6井
・管理棟
・除鉄・除ﾏﾝｶﾞﾝ装置
・配水池

  (RC造6,000ｍ3、

　 PC造3,000ｍ3)
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・電気設備、その他

・浄水能力

    10,000ｍ3/日×2池
・配水能力

    25,000ｍ3/日

東部配水場
昭和56年(1981年)5月

通水

・管理棟
・配水池

  (PC造15,000ｍ3)
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・電気設備、その他

・配水能力

    26,000ｍ3/日

平成31年(2019年)3月
・配水池の耐震化
・電気機械設備の更新

西部配水場
平成7年(1995年)7月

通水

・管理棟
・配水池

  (PC造36,000ｍ3)
・配水ポンプ
・非常用電源設備
・小水力発電設備
・電気設備、その他
・防災倉庫

・配水能力

    49,000ｍ3/日

施　設　名 建設時期等 主な施設・設備 主 な 役 割 摘　　　　要

主要施設の概要
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 経営状況 

収益的収支における給水収益は、水需要の減少に伴い減少傾向で推移しています。

水道水１m3の給水に係る費用を示す「給水原価」については、平成２９年度までは減

少傾向にありましたが、近年は老朽化した配水管や浄・配水場等の更新を進めており、

減価償却費などの上昇によって増加傾向にあります。しかし、「給水原価」は水道水

１m3あたりに換算した料金収入を示す「供給単価」を下回っており、給水に必要な費

用を料金収入によって賄うことができています。 

資本的収支における支出は、年度による変動があるものの、近年は概ね右肩上がり

で推移しています。一方、施設や配水管の整備・更新などに係る建設改良事業の資金

に充てた企業債※9の残高は徐々に減少しており、令和２年度末には 108 億円程度にな

る見込みです。 

※給水原価の算出にあたっては、地方公営企業会計制度の見直しに伴い、給水原価構成費用※10 

から長期前受金戻入※11を差し引いて計算していることから、平成 26 年度決算で公表した 

給水原価と異なります。 

※9 企業債 

「企業債」とは、地方公営企業が施設の建設・改良等に必要な資金を賄うために国などから借りるお金のこと

である。 

※10 給水原価構成費用 

「給水原価構成費用」とは、水道水１m3あたりの給水原価を算出する際に用いる総額の費用であり、収益的支

出のうち経常的な費用である営業費用と支払利息相当額の合計額のことである。 

※11 長期前受金戻入 

「長期前受金戻入」とは、みなし償却制度の廃止に伴い、施設整備の財源として過去に受け取った補助金や工

事負担金相当額を対象となる施設（資産）の減価償却に合わせて収益化することである。各年度の会計処理にお

いては、現金を伴わない収入として収益的収入に計上する。 

120

135

150

165

180

50

55

60

65

70

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

給水収益 給水原価構成費用 給水原価 供給単価

原価・単価
(円/m3)
(税抜)

給水収益・費用
(億円)
(税抜)

6４.２億円

66.2億円

63.1億円

177.09円/m3

168.77円/m3

172.00円/m3

58.0億円

162.54円/m3

※R2は予算値

※H26以降は、地方公営企業制度の見直しが適用されています。

64.7億円

174.90円/m3

56.2億円

151.92円/m3

給水収益等の推移
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 組織体制 

令和２年(2020年)４月１日現在、企業団の職員数は105人であり、職員の平均年齢

は41.5歳です。 

また、平成３１年(2019年)４月には施設課の「工務担当」を「計画工務担当」に改

め、管路更新に対する組織体制の強化を図りました。 

90

115

140

165

190

215

0
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20
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40

50

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

収入 支出 企業債残高

企業債残高
(億円)

収入・支出
(億円)
(税込)

18.2億円7.4億円

200億円

27.2億円

26.0億円

※R2は予算値

155.9億円

12.4億円

47.6億円

108億円

職員数

計
106 107 105 105 104 103 101 101 102 105

0

20

40

60

80

100

120

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2

事務職員 技術職員 技能職員

(人)

※4月1日現在

※再任用短時間勤務職員を除く

職員数の推移

資本的収支・企業債残高の推移
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令和２年(2020年)４月１日現在

総 務 課

お客 さ ま 課

施 設 課

配水管理課

議会事務は総務課庶務担当が行う

監査事務は総務課庶務担当が行う

※ 工事検査担当の検査に関する事務は総務課庶務担当が行う。

庶 務 担 当

経営企画担当

料 金 担 当

収 納 担 当

検 針 担 当

企

業

長

局

長

計画工務担当

維持管理担当

次

長

越谷・松伏水道企業団監査委員

給水装置担当

配水管理担当

水 質 担 当

工事検査担当

越谷・松伏水道企業団議会

組織体制
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職種別平均年齢

令和２年(2020年)４月１日現在

職員数
（人）

比　率
（％）

職員数
（人）

比　率
（％）

職員数
（人）

比　率
（％）

職員数
（人）

比　率
（％）

2  1.9  1  1.0  3  2.9  

7  6.7  4  3.8  11  10.5  

11  10.5  6  5.7  2  1.9  19  18.1  

4  3.8  8  7.6  2  1.9  14  13.3  

5  4.7  6  5.7  6  5.7  17  16.1  

4  3.8  4  3.8  4  3.8  12  11.4  

5  4.7  10  9.5  2  1.9  17  16.1  

3  2.9  4  3.8  1  1.0  8  7.7  

1  1.0  2  1.9  1  1.0  4  3.9  

42  40.0  45  42.8  18  17.2  105  100.0  

38.8  42.9  44.3  41.5  

合　          　計

平 均 年 齢（歳）

55　〃 　　 60 　〃　 

60歳以上

45　〃 　　 50 　〃　 

50　〃 　　 55 　〃　 

35　〃 　　 40 　〃　 

40　〃 　　 45 　〃　 

20歳以上　25歳未満

25　〃 　　 30 　〃　 

30　〃 　　 35 　〃　 

                　　　　　職　種
　 区　分

事 務 職 員

20歳未満

技 術 職 員 技 能 職 員 計

－－ － － － － － －

－ －

－ －

－ － － －
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 現状評価 

ここでは、本計画に掲げる各種施策を基に、これまでの取り組みによる成果や現状

を「強靱」、「安全」及び「持続」の観点から評価します。定量的な評価が可能なもの

については、「水道事業ガイドライン」の業務指標※12等を用いて評価しました。 

※12 業務指標 

「業務指標」とは、（公社）日本水道協会が策定した「水道事業ガイドライン」の規格であり、水道事業の状

況を分析・評価するために用いる定量的な指標である。ここでは、当企業団における各指標値を相対的に比較対

照するため、給水人口 30万人以上の受水を主な水源とする 21 団体（前橋市、高崎市、川越市、川口市、所沢市、

越谷・松伏水道企業団、柏市、神奈川県、豊橋市、春日井市、豊田市、愛知中部水道企業団、豊中市、吹田市、

高槻市、東大阪市、姫路市、尼崎市、西宮市、倉敷市、那覇市）における当該指標の中央値を示した。 

強靱で安定した水道事業の構築を目指して

安全な水の給水を目指して

持続可能な水道事業経営を目指して

1-1 水道施設の耐震化と更新

1-2 危機管理対策の充実

2-1 水質検査の徹底

2-2 良質な水道水の維持

3-1 経営の効率化

3-2 水道利用者（お客様）とのコミュニケーション

3-3 給水収益の確保

3-4 人材の育成と技術の継承

3-5 環境への配慮

世代（とき）を越え 命の水を送り続ける こしまつ水道

�表の見方
業務指標等 単位 評価方法 望ましい方向

（H28） （R１）
類似事業体実績値

（H３０）

↑：高い方がよい

↓：低い方がよい
各算定値の中央値算定値算定値算定方法単位 項目（注）

実績値

施策体系

（注）業務指標等は「強靱」、「安全」及び「持続」ごとにまとめて記載しています。
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 強靱で安定した水道事業の構築を目指して 

1-1 水道施設の耐震化と更新 

（1） 浄・配水場施設の耐震化と更新 

（2） 浄・配水場設備の更新 

（3） 配水管の耐震化と更新 

東部配水場は、平成２９年度から平成３０年度にかけて配水池の耐震化と電

気・機械設備の更新を行ったことから、配水池の耐震化率や設備の耐用年数

超過率は大きく改善しています。

西部配水場における電気・機械設備の更新は、南部浄水場の今後の方向性を

含めた検討を優先的に行ったため、本計画に定めた開始時期よりも遅れてい

ます。 

企業団庁舎は、平成２８年度から平成２９年度にかけて空調設備や受変電設

備の更新を行っています。また、令和元年度に非常用発電設備を更新しまし

た。 

基幹管路※13については、築比地浄水場系の更新を行っており、令和元年度に

おける基幹管路の耐震適合率は 33.0%となっています。 

大口径の基幹管路はもとより、小口径の配水管についても更新を進めていま

す。令和元年度における管路の耐震管率（48.4%）は類似事業体の中央値（18.3%）

よりも高くなっており、これまでの管路更新事業の成果が表れています。 

※13 基幹管路 

「基幹管路」とは、導水管及び口径 400mm 以上の配水管のことをいう。 
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1-2 危機管理対策の充実 

（1） 応急給水体制の充実 

（2） 危機管理訓練の実施 

（3） 災害用資機材等の備蓄 

（4） セキュリティポリシーの充実 

災害発生時に迅速な応急復旧や応急給水が実行できるよう「危機管理計画※14」

を適宜改訂し、危機管理体制の充実に努めています。また、「応援要請・応

援受入マニュアル」を平成３０年(2018年)に策定し、迅速な対応が図れるよ

うにしました。 

耐震型緊急用貯水槽は、１基あたり 100m3 の水道水を貯水することができ、

２３基を有しており、緊急時には１人１日３リットルを確保することを前提

とすると、約７６万人に給水できることになります。 

※14 危機管理計画 

ここにいう「危機管理計画」とは、平成２３年(2011年)３月に策定した「越谷・松伏水道企業団危機管理計画」

（平成２８年(2016年)４月改訂）のことである。当企業団では、この計画に沿って災害等に起因する非常時対応

の体制を構築するとともに、水道水の供給を継続するため、水道施設の復旧に迅速な対応を図ることを目指して

いる。 
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自然災害等が発生した際に迅速かつ適切な行動がとれるよう、年に１回、現

実の発災を意識した危機管理訓練を実施し、職員の防災意識の高揚と初動体

制の確立に努めています。また、各市町で行われている地域の防災訓練等に

も積極的に参加しています。 

災害用資機材等については、随時数量及び状態の点検を実施しており、適正

な管理を行っています。 

情報セキュリティに関しては、毎年、新規採用職員や異動職員に対して研修

を実施するとともに、情報セキュリティに関する委員会を定期的に開催する

など、組織全体の意識向上と情報漏えいの防止に努めています。 

業務指標等 単位 評価方法
望ましい
方向 （H28） （R１）

類似事業体
実績値
（H３０）

浄水施設の耐震化率 %
（耐震対策の施された浄水施設能力／全浄水施設能力）
×１００ ↑ 33.8 33.8 21.5

配水池の耐震化率 %
（耐震対策の施された配水池有効容量／配水池有効容
量）×１００ ↑ 50.0 67.9 75.1

法定耐用年数超過設備率 %
（法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備などの
合計数／機械・電気・計装設備などの合計数）×１００ ↓ 48.7 38.0 44.4

管路の耐震管率 % （耐震管延長／管路延長）×１００ ↑ 46.5 48.4 18.3

基幹管路の耐震適合率 %
(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長／基幹管路
延長)×100 ↑ 29.6 33.0 48.6

重要給水施設配水管路の耐震適合率 %
(重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延
長／重要給水施設配水管路延長)×100 ↑ 38.9 48.1 49.5

災害対策訓練実施回数 （回/年） 年間の災害対策訓練実施回数 ↑ 46 27 4

強
靱
で
安
定
し
た
水
道
事
業
の
構
築
を
目
指
し
て

実績値

�定量評価 ～強靱で安定した水道事業の構築を目指して～ 
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１７ 

 安全な水の給水を目指して 

2-1 水質検査の徹底 

（1） 水安全計画の適正な運用 

（2） 水質管理 

（3） 水質検査体制の充実 

「水安全計画※15」は、法令等による最新の基準変更を踏まえて、毎年３月に

部分的に改訂しています。令和２年(2020年)には、六価クロム化合物の水質

基準値改正等に伴い、水安全計画の管理目標値等を変更しています。 

緊急時（水質事故等）の迅速な検査の実施に向けて、平成２８年度に埼玉県

と「水質事故等の発生時における水質検査の連携に関する協定書」を締結し

ています。 

当企業団では、水質検査項目の多くを自己検査しており、「水質検査計画※16」

に基づき、迅速で正確な水質検査を行うことで、水質基準を満たした水道水

を供給しています。 

水質検査機器や末端水質監視装置は、計画的に更新を進めることで、末端水

質の適正な監視に努めています。 

水質検査に対する信頼性の確保や分析技術の向上を目的に、厚生労働省や埼

玉県が主催する精度管理試験に積極的に参加しています。 

※15 水安全計画 

食品製造分野で確立されている HACCP の考え方を用いて、水源から給水栓までの全ての過程で危害評価と危害

管理を行うことで、安全な水の供給を確実に行う水道システムを構築するための計画。 

※16 水質検査計画 

水質検査における採水場所、検査項目及び検査頻度などをまとめた計画。 



第２章 水道の概要 

１８ 

2-2 良質な水道水の維持 

（1） 直結給水の普及促進 

（2） 配水管の洗浄 

（3） 貯水槽水道維持管理の促進 

良質な水道水を安定して供給するため、水道だよりや貯水槽の清掃に関する

お知らせ等を通じて、共同住宅やビル等を対象に直結給水方式への切替えを

促しています。 

平成２８年度に策定した「洗浄計画（１０か年）」に基づき、計画的な配水

管洗浄を行っており、濁水発生の抑制に努めています。 

当企業団に寄せられた濁水等による苦情件数は、平成２７年度は６２件／年

（全給水戸数の 0.04%）であったのに対して、令和元年度は３８件／年（全

給水戸数の 0.02%）と減少傾向にあり、配水管洗浄による効果が得られてい

るものと考えられます。 

貯水槽設置者に対して、年１回、貯水槽の定期的な点検や清掃などに関する

通知を送り、維持管理の周知と啓発に取り組んでいます。 

（出典）越谷・松伏水道企業団水道だより 令和２年(2020年)７月号（No.187）を一部加筆修正 
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業務指標等 単位 評価方法
望ましい
方向 （H28） （R１）

類似事業体
実績値
（H３０）

管理目標達成率 % 管理目標達成項目数÷水質基準項目数×100 ↑ 88 90 －

検査項目数 - 水質検査計画に基づく検査項目数 － 77 79 －

給水栓の水質基準適合率 % 水質検査適合数／全検査数×１００ ↑ 100 100 －

緊急時（水質事故時）対応の協定 % 協定の締結状況（継続・見直しを含む）：１００％ － 100 100 －

経年化水質検査機器率 %
（経年化年数を超えている水質検査機器数／水質検査機
器総数）×１００

↓ 56 19 －

配水管洗浄実施率 %
配水管洗浄実施ブロック数÷配水管洗浄計画ブロック数
×100

↑ 10.0 40.0 －

貯水槽水道指導率 % （貯水槽水道指導件数／貯水槽水道数）×１００ － 63.0 94.2 11.0

安
全
な
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� 定量評価 ～安全な水の給水を目指して～ 
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２０ 

 持続可能な水道事業経営を目指して 

3-1 経営の効率化 

（1） 経費の節減 

（2） 外部委託化の推進 

（3） 組織の合理化・定員管理の適正化 

（4） 広域化に向けた連携 

（5） ICT の推進 

（6） アセットマネジメントによる効率的な経営 

（7） 国・県への要望 

収益確保に向けて、以下の内容に取り組みました。 

開始時期 項目 説明 

平成 25 年度 小水力発電余剰電力の売電 
西部配水場に導入した小水力発電で生じた電

力を売電 

平成 29 年度 高い有収率の維持 
リークチェッカーによる漏水調査と計画的な配

水管布設替え 

平成 30 年度 資金運用の見直し 
投資有価証券によるラダー型運用を 10 年債

から 20 年債購入方式へ移行 

平成 30 年度 更なる収納率向上に向けた取り組み 「弁護士未収整理業務委託」の開始 

令和元年度 
入札による行政財産の貸付 

（自動販売機設置） 
入札により自動販売機の設置業者を決定 

令和元年度 遊休資産の公売 未利用となった水源地などの公売 

費用削減に向けて、以下の内容に取り組みました。 

開始時期 項目 説明 

平成 21 年度 再生可能エネルギーの活用 
太陽光発電設備等による再生可能エネルギー 

の活用 

平成 29 年度 支払利息の抑制 元金均等・据置きなしによる企業債借り入れ 

平成 30 年度 高効率設備の導入 
東部配水場の配水ポンプのインバータ化と変圧

器の高効率化 

令和元年度 
新規材料（水道配水用ポリエチレン管）

の採用 

耐震性能とコストに優れた水道配水用ポリエチ

レン管を導入 

令和元年度～ 電力契約の見直し 
特定規模電気事業者（いわゆる PPS）を含む

入札により契約業者を決定 

令和元年度～

令和２年度 
電話交換業務の効率化とサービス向上 

音声ガイダンスと直通電話化による電話交換

業務の廃止 

令和２年度 守衛業務委託（土日祝日）の見直し 機械警備・緊急電話受付業務委託方式へ移行 
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２１ 

企業団内の外部委託検討委員会において、外部委託等の対象業務を検討して

います。収納業務及び給水装置業務は、委託の実益が少ないとし、外部委託

していた電話交換業務及び土日祝日昼間の守衛業務は、交換機の更新と機械

警備の導入等により廃止しています。また、職員では回収不可能な未収金に

ついては弁護士に委託しています。 

本計画に基づく配水管網の整備を推進するため、平成３１年(2019年)４月、

施設課の「工務担当」を「計画工務担当」に改めました。 

平成２５年度以降、「埼玉県水道広域化実施検討部会（第２ブロック）」（越

谷・松伏水道企業団、草加市、三郷市、八潮市、吉川市及び埼玉県企業局）

において、広域化に向けた方策について調査検討しています。 

東部配水場耐震補強及び設備整備事業では国庫補助制度を活用しました。 

（公社）日本水道協会や全国水道企業団協議会を通じ、補助金の交付対象や

補助率の拡大、企業債の繰上償還基準の見直しなどに関して要望を行ってい

ます。 
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3-2 水道利用者（お客様）とのコミュニケーション 

（1） 水道事業の理解に向けた啓発 

（2） 広報広聴業務の充実 

水道事業への理解と関心を深めていただけるよう、「水道フェア」の開催に

加え、「防災フェス」、「越谷市民まつり」及び「松伏町民まつり」などの

各種イベントに積極的に参加しています。 

学校や自治会等からの依頼・要望により施設見学や出前講座を実施するなど、

日ごろから水道事業の普及啓発に努めています。 

水道だよりの発行（年４回）を通じて、給水区域内のお客様への情報提供を

定期的に行っています。また、当企業団の公式ホームページでは、濁水や凍

結等に関する迅速な情報提供や経営状況の公表等を行っています。 

当企業団の設立５０周年を記念し、PR キャラクター「こしまつくん」が公募

により誕生しました。 

（出典）越谷・松伏水道企業団水道だより 令和元年(2019 年)１０月号（No.188）
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２３ 

3-3 給水収益の確保 

（1） 料金収納への対応 

（2） 料金体系の検討 

キャッシュレス決済については、令和２年(2020年)１２月より一部導入を始

めており、順次拡大します。 

平成３０年(2018年)７月より水道料金未収金回収業務の一部を弁護士法人に

委託し、収納率の向上に努めています。 

現在、料金回収率は 100%を上回っており、水道水を作るための費用は給水収

益から賄えています。 

3-4 人材の育成と技術の継承 

（1） 職員の技術水準の確保 

技術力の向上を目指し、職員研修を計画的に実施するとともに、外部研修に

積極的に参加できる体制の構築に努めています。 

当企業団の職員は、全て越谷市から派遣された職員であり、人事異動により

定期的に入れ替えが生じるため、組織全体の技術力を確保する観点から職員

研修に注力する必要があります。 

3-5 環境への配慮 

（1） 環境に配慮した事業の推進 

西部配水場の小水力発電設備や北部配水場の太陽光発電設備といった既存の

再生可能エネルギー設備の活用を図るとともに、設備更新時には高効率機器

を導入することにより、環境にやさしい事業運営に努めています。 

東部配水場の設備更新に伴い、平成

３１年(2019年)１月から高効率の配

水ポンプが稼働したことから、電力

消費量は抑制傾向に、再生可能エネ

ルギー利用率は上昇傾向に転じてい

ます。 
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業務指標等 単位 評価方法
望ましい
方向 （H28） （R１）

類似事業体
実績値
（H３０）

施設利用率 % (一日平均配水量/施設能力)×100 ↑ 67.5 66.6 70.2

設備点検実施率 % (点検機器数⁄ 機械･電気･計装機器の合計数) × 100 ↑ 100.0 72.8 61.6

有収率 % (年間有収水量/年間配水量)×100 ↑ 97.3 98.3 93.9

給水収益に対する職員給与費の割合 % 職員給与費÷給水収益×100 ↓ 11.7 12.3 11.5

料金収納率 % 年度末未納料金総額÷総料金収入額×100 ↑ 98.9 98.9 92.0

料金回収率 % （供給単価/給水原価）×100 ↑ 118.0 114.3 104.4

外部研修時間 時間/人 (職員が外部研修を受けた時間×受講人数) / 全職員数 ↑ 6.8 7.6 8.8

内部研修時間 時間/人 (職員が内部研修を受けた時間×受講人数) / 全職員数 ↑ 17.7 15.0 6.3

水道技術に関する資格取得度 件/人 職員が取得している水道技術に関する資格数/全職員数 ↑ 1.30 1.30 1.43

配水量1ｍ３当たり電力消費量 kWh/m３ 電力使用量の合計/年間配水量 ↓ 0.17 0.17 0.21

再生可能エネルギー利用率 %
（再生可能エネルギー設備の電力使用量/全施設の電力
使用量）×100

↑ 8.9 9.6 0.0

配水量1ｍ３当たり二酸化炭素排出量 g-CO２/m
３ （二酸化炭素排出量/年間配水量）×106 ↓ 76 69 98

持
続
可
能
な
水
道
事
業
経
営
を
目
指
し
て

実績値

� 定量評価 ～持続可能な水道事業経営を目指して～ 
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水道利用者（お客様）のニーズ 

 お客様意識調査結果 

当企業団では、水道に対するニーズ等を把握するため、一般家庭を中心とした水道

利用者から無作為で対象を抽出し、令和２年(2020年)７月にお客様意識調査（アンケ

ート調査）を実施しました。 

令和 2年度 

調査方法 調査票郵送 

送付件数 2,000 件 

回答件数 1,015 件 

回答率 50.8% 

水道施設の更新・耐震化 

水道施設の更新・耐震化に係る意見では、「できるだけ料金は上げてほしくないの

で、古くなっても使用に支障が出ないように整備や修理を続け、徐々に更新していく

べきである」が最も多く、次いで「料金が多少上がっても、古くなった施設はできる

だけ早く更新すべきである」となっています。 

それらの結果は、以前の調査結果でも同様の傾向を示しており、水道施設の更新・

耐震化に対する重要性はお客様に概ね認識いただいているものと考えられます。特に、

延命化を十分に図ったうえで更新を行うことが求められています。 

項目
割合
（％）

料金が多少上がっても、古くなった施設はできる
だけ早く更新すべきである

40.1%

できるだけ料金は上げてほしくないので、古く
なっても使用に支障が出ないように整備や修理
を続け、徐々に更新していくべきである

48.3%

料金が上がるなら、古くなっても実際に漏水や断
水などが発生するまで更新する必要はない

2.1%

わからない 7.5%

その他 2.0%

合計 100%

40.1%

48.3%

2.1%

7.5%

2.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

水道施設の更新・耐震化 
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水道料金 

水道料金に係る意見では、回答者全体の 43.9%が「概ね適正な料金だと思う」と回

答しています。しかしながら、28.2%の方が「高いと思う」または「どちらかと言えば

高いと思う」と回答しており、今後も適正な料金体系について検討し、お客様にご理

解いただけるように説明を果たす必要があります。 

水道事業への期待 

当企業団へ期待することを伺ったところ、「安全な水道水の供給」が最も多く、次い

で「災害に備える取り組み」、「おいしい水への取り組み」の順となっています。 

項目
割合
（％）

安いと思う 2.8%

どちらかと言えば安いと思う 6.6%

概ね適正な料金だと思う 43.9%

どちらかと言えば高いと思う 20.4%

高いと思う 7.8%

わからない・無回答 18.5%

合計 100%

2.8%

6.6%

43.9%

20.4%

7.8%

18.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

安全な水道水の供給

災害に備える取り組み

おいしい水への取り組み

断水等のない水道水の供給

安い水道料金

水源の保全

お客様サービスの向上

環境に配慮する取り組み

経営の効率化

濁り水の対策

広報の拡充

その他

※本設問は複数回答

889 件

518 件

358 件

310 件

302 件

169 件

81 件

77 件

71 件

34 件

11 件

6 件

0 件 200 件 400 件 600 件 800 件 1,000 件

水道料金 

水道事業への期待 
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水道事業に関する満足度 

水道事業に関する満足度について伺ったところ、回答者全体の 65.4%が「満足」ま

たは「どちらかと言えば満足」と回答しており、比較的多くのお客様に満足いただい

ていることがわかります。 

満足

15.6%

どちらかと言えば満足

49.8%

どちらとも言えない

30.4%

どちらかと言えば不満

2.5%

不満

0.5%
無回答

1.2%

水道事業に関する満足度 
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第 3 章 将来の事業環境と課題 

 外部環境 

 給水収益の減少 

当企業団の特性として、給水人口は越谷レイクタウン等の土地区画整理事業により

令和４年度まで増加するものの、それ以降は減少傾向に転じ、ライフスタイル等の変

化による一日平均配水量・一日平均有収水量の減少と相まって給水収益※17は一層減少

する見込みとなっています。令和元年度の有収水量は 100,820m3/日、給水収益は 63.7

億円であったのに対し、令和７年度の有収水量は 99,437m3/日、給水収益は 62.9 億円

と予想されています。 

現在使用している水道施設の多くは、高度経済成長期に給水人口の増加とともに整

備してきた施設であり、それらを整備する際の資金は、給水人口や水需要の増加に伴

い増加傾向にあった給水収益から賄ってきました。しかし、近い将来、当企業団では

水需要の減少とともに給水収益の減少が見込まれています。このように厳しさを増す

財政状況にあっても、持続可能な水道事業を運営していくためには、より一層の経営

の効率化や計画的な事業経営が求められます。 

※17 給水収益 

「給水収益」とは、水道水を供給することで得た料金収入に基づく利益のことをいう。 
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 内部環境 

 浄・配水場施設及び設備の経年化 

当企業団では、平成２９年度から平成３０年度までの２か年で「東部配水場耐震補

強及び設備整備事業」を実施するなど、浄・配水場施設の耐震化や設備の更新事業に

取り組んできました。当企業団が将来にわたりお客様に水道水を供給し続けるために

は、引き続き、計画的に更新等に取り組むことが重要です。 

浄・配水場の施設や設備には、それぞれ法定耐用年数※18が設定されていますが、こ

の年数に沿って更新を行うと、更新する時期に偏りが生じます。その結果、特定の年

度に多額の資金が必要になる可能性が高くなるため、予め将来の給水人口や給水収益

の推移を把握したうえで、維持管理や補修による施設・設備の延命化に努めつつ、多

段階的かつ計画的に更新を行う考え方が求められています。 

※18 法定耐用年数 

「法定耐用年数」とは、地方公営企業法施行規則第１５条に基づく、減価償却積算を行う際に用いる会計処理

上の年数のことである。この年数を超過すると会計処理上は経年化資産となり、更新の対象として区分される。 

0

5

10

15

20

25

30

35

R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

（億円）

更新需要の平準化を含めた
計画的な更新が必要

偏る更新需要

浄・配水場施設及び設備の更新需要 



第３章 将来の事業環境と課題 

３０ 

 配水管の経年化 

配水管については、基幹管路の耐震化を積極的に進めるため、平成２９年度から「築

比地浄水場系基幹管路更新事業」に着手しています。また、布設してから相当の期間

が経過した配水管については、「管路更新計画」に基づき、計画的に更新を進めてきま

した。 

浄・配水場の施設や設備と同様、配水管にもまた法定耐用年数が設定されており、

その年数で更新した場合には、過去に整備した配水管が同じタイミングで更新時期を

迎えます。配水管の更新需要の増大は将来の事業経営に大きく影響します。 

配水管の更新による事業経営への負荷の集中を避けるため、長期的な視点に基づき

実使用年数による更新費用の平準化※19を図るなど、負荷の軽減に努めるとともに、計

画的な更新に取り組むことが重要です。 

※19 平準化 

「平準化」とは、個々の数値をある一定の基準に近づけて平らにすることをいう。 
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 施設規模の適正化 

水需要の減少に伴い、施設の利用状況を示す指標である「施設利用率※20」や「最大

稼働率※21」は低下傾向にあります。しかし、将来的には南部浄水場を廃止する予定で

あるため、それら指標の率は上昇する見込みです。 

一方、施設の効率性を示す指標である「負荷率※22」は横ばいの傾向にあり、一日最

大配水量と一日平均配水量との差が小さいため、効率的に給水している状況にあると

言えます。 

今後、更新時期を迎える水道施設の更新にあたっては、施設能力と水需要のバラン

スを考慮しながら、施設能力の適正化（ダウンサイジング）を図ることにより、効率

的かつ効果的な事業運営を行うことが求められます。 

※20 施設利用率 

「浄水施設が平均的にどの程度利用されているか」を表す指標。 

【計算式：一日平均配水量／施設能力×100】 

※21 最大稼働率 

「浄水施設が最も使用量の多い時にどの程度利用されているか」を表す指標。 

【計算式：一日最大配水量／施設能力×100】 

※22 負荷率 

「水道施設が年間を通じて有効に利用されているか」を表す指標。 

【計算式：一日平均配水量／一日最大配水量×100】 
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 課題と方向性 

厚生労働省が示した「新水道ビジョン」では、「確実な給水の確保」を『強靱』、「水

道水の安全の確保」を『安全』、「供給体制の持続性の確保」を『持続』と表現し、こ

れら３つの観点から水道の理想像を示しています。 

以下では、新水道ビジョンで示されている水道の理想像を踏まえたうえで、当企業

団が抱える課題とそれに対する方向性や当企業団に求められている事項について、

『強靱』、『安全』及び『持続』の観点から整理します。 

強靱 安全

持続

自然災害等による被災を最小限に
とどめ、被災した場合であっても、
迅速に復旧できるしなやかな水道

全ての国民が、いつでもどこでも、
水をおいしく飲める水道

給水人口や給水量が減少した
状況においても、健全かつ安定
的な事業運営が可能な水道

時代や環境の変化に対して的確に対応しつつ、水質基準に適合した水が、必要な量、
いつでも、どこでも、誰でも、合理的な対価をもって、持続的に受け取ることが可能な水道

50年後、100年後を見据えた水道の理想像を提示し、関係者間で認識を共有

〔強靭な水道〕 〔安全な水道〕

〔水道サービスの持続〕

水道の理想像
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強 
靱

南部浄水場の廃止を踏まえた他の浄・配水場の施設能力について、将来

の水需要を考慮し、検討する必要があります。 

庁舎設備は、給排水・衛生設備（消火設備及び衛生設備）、無停電電源装

置（UPS）等の更新を行う必要があります。 

災害時の復旧や効率的な水運用の観点から、配水ブロック化の有効性な

どについて検討することが必要です。 

更新時期を迎えた配水管や重要施設へつながる配水管については、計画

的に更新・耐震化を進めていく必要があります。 

今後も実情に合わせて危機管理計画を見直し、災害発生時に迅速な応急

復旧や応急給水が実行できるよう努めることが重要です。 

災害に備えて資機材の更新や適正な管理を継続することが重要です。 

安 
全

「水安全計画」を適切に運用し、定期的に改訂することで、突発的な水

質事故や危害発生の予防などに努める必要があります。 

安全な水道水の供給に向けて、「水質検査計画」に基づいた検査を実施す

ることが求められます。また、水質検査の精度を保つため、検査機器に

ついては、計画的に更新することが重要です。 

計画的に配水管洗浄を行い、濁水の発生抑制に努めることが重要です。 
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持 
続

引き続き、経費の削減に努めるとともに、今後の給水収益や更新需要の

見通しを踏まえたアセットマネジメントにより、財政基盤の強化を図る

必要があります。 

更新費用の増加が懸念されています。継続的な更新を行うためには、将

来の料金改定等を含む収入確保策について検討する必要があります。 

広域化については、埼玉県の方針を踏まえながら検討を進めていくこと

が重要です。 

お客様に対して水道事業への理解を深めていただけるよう、費用対効果

を考慮した啓発活動の方法に関する調査研究を進める必要があります。 

持続的な事業運営に向けて、これまでの技術ストックを次世代へ伝える

ことが重要です。 

施設整備の際には省エネルギー設備を採用するなど、環境に配慮した事

業運営を行うことが必要です。 
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第 4 章 基本理念と推進する実現方策 

当企業団では、生きていくうえで必要不可欠な命の水を孫子の代まで送り続けら

れるよう、平成２８年(2016年)３月に本計画を策定しました。その基本理念には、「世

代（とき）を越え 命の水を送り続ける こしまつ水道」と掲げ、「強靱で安定した水

道事業の構築を目指して」、「安全な水の給水を目指して」及び「持続可能な水道事業

経営を目指して」の３つの柱を基本方針としました。 

それらの社会的背景や計画の継続性を踏まえて、後期見直し後においても基本理念

や基本方針は変えず、引き続き、事業を推進します。また、それぞれの主要施策は、

平成２７年(2015年)の国連サミットで採択された「持続可能な開発目標（SDGs）」に 

ある１７の国際目標と結び付けて展開するものとし、計画的な事業運営に努めます。 

～SDGs 実施指針～ 

① あらゆる人々が活躍する社会・ジェンダー平等の実現 

② 健康・長寿の達成 

③ 成長市場の創出、地域活性化、科学技術イノベーション 

④ 持続可能で強靱な国土と質の高いインフラの整備 

⑤ 省・再生可能エネルギー、防災・気候変動対策、循環型社会 

⑥ 生物多様性、森林、海洋等の環境の保全 

⑦ 平和と安全・安心社会の実現 

⑧ SDGs 実施推進の体制と手段 

世代（とき）を越え 命の水を送り続ける こしまつ水道

基本理念
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※各施策の評価指標と目標値については、各基本方針の最後にまとめて記載しています。

1-1 水道施設の規模適正化と強靱化

（1）浄・配水場施設等の規模適正化と更新
（2）配水管の耐震化と更新

1-2 危機管理対策の充実

（1）応急給水体制の充実
（2）危機管理訓練の実施
（3）災害用資機材等の計画的な備蓄
（4）情報セキュリティ対策等の強化・徹底

強靱で安定した
水道事業の構築を

目指して

2-1 水質検査の徹底

（1）水安全計画の適正な運用
（2）水質管理
（3）水質検査体制の充実

2-2 良質な水道水の維持

（1）直結給水の普及
（2）配水管の洗浄
（3）貯水槽水道維持管理の促進
（4）給水装置工事事業者の管理徹底と
指定給水材料の適正化

安全な水の
給水を
目指して

3-1 経営の効率化

（1）経費の節減
（２）外部委託等による官民連携の推進
（３）組織・定員の適正管理
（４）広域化に向けた連携
（５）「デジタル化」による業務の推進
（６）アセットマネジメントによる効率的な経営

3-2 水道利用者（お客様）とのコミュニケーション

（1）水道事業の理解に向けた啓発
（2）広報広聴活動の充実

3-3 給水収益の確保

（1）料金収納方法の多様化
（2）料金体系見直しの調査検討

3-4 人材の育成と技術の継承

（1）職員の技術水準の確保

3-5 環境への配慮

（1）エネルギー消費量の削減
（2）環境に配慮した行動の推進

持続可能な
水道事業経営を
目指して

世
代
（
と
き
）
を
越
え
命
の
水
を
送
り
続
け
る

こ
し
ま
つ
水
道

基本方針 主要施策と実現方策
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1. 強靱で安定した水道事業の構築を目指して 

水道は日常生活において欠くことのできないライフラインであり、水道事業者には、

将来にわたり安定的に水を供給することが求められています。また、平常時はもとよ

り、地震等の自然災害発生時、停電や水質事故等の非常時であっても、必要かつ十分

な水の供給に努めなければなりません。 

当企業団では、規模の適正化や耐震化及び長寿命化などを図るため水道施設の更新

を計画的に推進するとともに、危機管理対策の充実を図ることにより、強靱で安定し

た水道事業の構築を目指します。 

1-1  水道施設の規模適正化と強靱化 

人口減少社会の到来による将来人口や水需要の見直しを基に、水道施設の規模適正

化を図るとともに、地震等の自然災害や施設の老朽化に伴う突発的な事故などに備え

て、関係施設の耐震化・長寿命化に継続して取り組みます。また、経年劣化した施設

や設備は、適切な維持管理・補修を行いつつ、計画的かつ効率的に更新を進めます。 

配水管は、優先順位を考慮したうえで、基幹管路や病院・避難所につながる重要管

路の耐震化を進めるとともに、更新時期を迎えるものについては計画的に更新し、安

定した給水に努めます。 

浄・配水場施設等の規模適正化と更新 

安全な水道水の安定給水を目指して、浄・配水場施設等の規模適正化を図るととも

に、計画的に更新します。 

主な整備項目として、西部配水場の設備更新、耐震性を有していない南部浄水場の

廃止及び企業団庁舎の設備更新などが挙げられます。 

1-1 水道施設の規模適正化と強靱化 

1-2 危機管理対策の充実 

浄・配水場施設等の規模適正化を図るとともに、計画的に更新します。 
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(ア) 西部配水場の設備更新 

西部配水場は建設から２５年が経過し、設

備の更新時期を迎えることから、後期見直し

の期間内に電気、機械及び計装設備の更新を

行います。 

(イ) 南部浄水場の廃止 

南部浄水場は、昭和４１年(1966年)の建設

から５０年以上経過し、経年劣化が進む中、

修繕等の適切な維持管理によって機能保全

に努めてきました。しかし、水需要の減少や

耐震性を有していないことから、企業団全体

の施設規模の適正化を図るため、西部配水場

の設備更新後に廃止するものとします。それ

に伴い、跡地の有効利用策を併せて検討しま

す。 

(ウ) 企業団庁舎設備の更新等 

企業団庁舎設備については、令和元年度までに耐震補強、空調設備及び受変電設

備の更新を完了しています。後期見直しの期間内では、主に給排水・衛生設備（消

火設備及び衛生設備）の更新に向けた設計と無停電電源装置（UPS）の更新等を行い

ます。また、災害発生時の応援受入体制整備の一環として、西部配水場防災倉庫及

び庁舎北側防災倉庫の改修を行います。 

項目 R３ R４ R５

電気設備

機械設備

計装設備 設計（R３）

施工（R４～R5）

施工（R４～R５）

施工（R４～R５）

設計（R３）

設計（R３）

項目 R３ R４ R５ R６ R７

雷保護設備

防災倉庫改修

UPS更新

給排水・衛生設備

無線設備 施工（R3）

施工（R６）

施工（R４）

施工（R５）設計（R４）

設計（R７）

◆ 西部配水場 電気設備 

◆ 南部浄水場 
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配水管の耐震化と更新 

厚生労働省の「新水道ビジョン」においては、「断水エリア、断水日数の影響が大き

い施設、管路及び給水区域内の重要な給水施設への供給ラインを優先して耐震化する」

ことが示されています。一方、過去に集中して整備した配水管の多くは、近い将来に

更新時期を迎えます。そのため、計画的に配水管を更新し、引き続き、安定給水を維

持しなければなりません。 

当企業団では、令和２年度に改訂する「管路更新計画」に基づき、口径 400mm 以上

の基幹管路及び病院や避難所等の重要給水施設※23につながる配水管を中心に更新工

事を実施します。併せて、越谷市及び松伏町と協議のうえ、重要給水施設の見直しを

行うなどにより、計画的かつ効果的に配水管網の強靱化を進めます。 

また、地震等の自然災害及び配水管等の突発的な破損事故などが発生した際に及ぶ

影響を最小化する方法の１つとして、配水ブロック化の実現可能性などを検討します。 

※23 重要給水施設 

災害時に重要な拠点となる病院や地域防災計画等で定められた避難所のうち、水道事業が防災上の重要度を考

慮して優先的に給水を確保すべき施設として位置付けた施設（令和２年度時点では、越谷市役所、松伏町役場な

ど１０施設）をいう。 

基幹管路（口径400mm以上）及び重要施設につながる配水管の耐震化を進めます。
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1-2  危機管理対策の充実 

当企業団では、地震等の自然災害が発生した場合においても、迅速に応急復旧や応

急給水を行うことができるよう、「危機管理計画」に基づき組織全体の応急給水体制

を確立し、日ごろから災害用資機材等の備蓄や災害対策訓練の実施などに計画的に取

り組みます。なお、応急給水に関しては、当企業団の給水区域である越谷市及び松伏

町と連携を図ります。 

◆応急給水体制 

（出典）「令和元年度水道事業統計年報」（越谷・松伏水道企業団）
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応急給水体制の充実 

当企業団では、災害発生時の協力体制を関係団体間で構築するため、（公社）日本水

道協会及び全国水道企業団協議会と相互応援協定を締結しています。また、平成２７

年(2015年)には、災害発生時に埼玉県の送水管を応急給水拠点として活用するため、

埼玉県企業局と「応急給水装置の貸与及び使用に関する確認書」を締結し、応急給水

体制の強化を図りました。それらの協定を基に、今後も関係団体との連携強化に取り

組みます。 

災害発生時には、給水区域内の避難場所など２３か所に設置されている「耐震型緊

急用貯水槽」と各浄・配水場の貯水分を合わせて最低限必要な水量を確保することで、

応急給水体制を円滑に機能させます。また、そのような有事の際には、当企業団の職

員が直接現場に赴くにも時間がかかることが想定されます。そのため、日ごろから地

元自治会向けに「耐震型緊急用貯水槽」の操作講習を行うなど、地域に根差した応急

給水体制の構築に努めます。 

関係団体との連携強化に取り組むとともに、応急給水体制の充実に努めます。 
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危機管理訓練の実施 

災害発生時には初動体制が重要になるため、日ごろから「応援要請・応援受入マニ

ュアル」の内容を取り入れた訓練をはじめ、無線通信訓練や情報伝達訓練などを実施

することで、迅速な対応が可能な体制を整えます。 

また、災害発生時に備えて、飲料水を確保するために設置された「耐震型緊急用貯

水槽」の操作方法訓練を越谷市及び松伏町と合同で実施します。更に、自治会等が主

催する防災訓練などに積極的に参加し、飲料水の備蓄の必要性や貯水槽の仕組みなど

の啓発にも取り組みます。 

災害用資機材等の計画的な備蓄 

当企業団では、自然災害などにより破損した配水管等の応急復旧に使用する資材や

応急給水に必要な物資などの災害用資機材等を計画的に調達し、庁舎北側防災倉庫や

北部配水場及び西部配水場の防災倉庫に保管し、維持管理しています。 

今後も災害に備えて、保有する資機材の台帳に基づき、耐用年数等を考慮しながら

それらの更新や整理を計画的に実施することで適正に管理します。なお、食糧につい

ては、災害発生時に企業団職員等が１０日間常時復旧作業を行えるよう、消費期限等

を考慮しながら計画的に備蓄します。 

◆ 主な災害用資機材等 

資材 配水管材（直管、曲管）、接合部品、ボルト、漏水修理金具、仕切弁等 

工具・器具等 水中ポンプ、発電機、投光器等 

物品等 非常用飲料水袋、ポリ容器等 

食料品等 長期保存食糧（災害対応職員用）、災害用備蓄飲料水等 

関係団体と様々な訓練を定期的に実施し、いざという時に迅速な対応が可能な体制を

整えます。 

引き続き、災害用資機材等を計画的に備蓄し、適正に管理します。 
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◆ 防災倉庫の概要 

北部配水場防災倉庫 西部配水場防災倉庫 庁舎北側防災倉庫 

建設 

年月 
平成22年(2010年)３月 平成９年(1997年)３月 平成10年(1998年)３月

構造 RC造・管理棟１階 シートハウス固定１階建 鉄骨造２階建 

面積 

（ｍ2）
83.37 450 

１階 200 

２階 177.5 

情報セキュリティ対策等の強化・徹底 

当企業団では、水道利用者であるお客様の個人情報をはじめとして、重要な情報を

常時取り扱っています。そのため、日ごろから情報セキュリティ対策を強化・徹底し、

情報の目的外使用や外部からの侵入、コンピュータウイルス等による情報漏えいや喪

失を未然に防ぎます。また、情報セキュリティに関する各種研修を通じて職員の意識

向上を図るとともに、新たな技術的対策について検討し、適宜導入します。 

そのほか、自然災害や停電等が発生した際の被害を最小限にとどめるため、情報シ

ステム等の設備更新の際には、予め災害の影響が及ばない場所を想定して設置するな

ど、安全対策に努めます。 

刻々と変化する情報セキュリティ上の動向等に適した対策の強化・徹底を図ります。 
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 評価指標と目標値

基本方針「強靱で安定した水道事業の構築を目指して」における評価指標と目標値

を示します。 

評価指標 単位 評価方法
令和３年度 令和７年度

浄水施設の耐震化率 % （耐震対策の施された浄水施設能力／全浄水施設能力）×１００ 37.5 37.5

配水池の耐震化施設率 % （耐震対策の施された配水池有効容量／配水池有効容量）×１００ 67.9 67.9

法定耐用年数超過設備率 %
（法定耐用年数を超えている機械・電気・計装設備などの合計数／
機械・電気・計装設備などの合計数）×１００ 39.0 34.8

管路の耐震管率 % （耐震管延長／管路延長）×１００ 49.7 52.2

基幹管路の耐震適合率 %
(基幹管路のうち耐震適合性のある管路延長／基幹管路延長)×
100 34.8 37.2

重要給水施設配水管路の耐震適合率 %
(重要給水施設配水管路のうち耐震適合性のある管路延長／重要
給水施設配水管路延長)×100 55.1 56.1

災害対策訓練実施回数 （回/年） 年間の災害対策訓練実施回数 28 28

強
靱
で
安
定
し
た
水
道
事
業
の
構
築
を
目
指
し
て

目標値

～強靱で安定した水道事業の構築を目指して～
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2. 安全な水の給水を目指して 

当企業団では、築比地浄水場と南部浄水場の地下水を浄水処理した水（自己水）と、

埼玉県企業局から購入した水（県水）を基に水道水を供給しています。そのうち、埼

玉県企業局から購入した水（県水）は年間配水量の大部分（90%以上）を占めていま

す。 

これからもお客様に安全な水の給水を行うため、水源から給水栓（蛇口）までの水

質管理を徹底し、安全で良質な水道水を安定的に送り続けられるよう、水質検査体制

の充実を図ります。 

2-1 水質検査の徹底 

2-2 良質な水道水の維持 

（出典）「私たちの水道」（越谷・松伏水道企業団）



第４章 基本理念と推進する実現方策 

４６ 

2-1  水質検査の徹底 

将来にわたって安全な水道水を供給するために、「水安全計画」を適正に運用する

とともに、水道法で定められた水質基準を満たすため、「水質検査計画」に基づき水質

管理を徹底し、水質検査体制の充実を図ります。 

水安全計画の適正な運用 

水源から給水栓（蛇口）まで、薬品等混入による水質汚染事故や配水管内の錆こぶ

等が剥離して発生する赤水等による濁水など、様々なリスクが存在します。そのため、

これらのリスクに対する監視や行動計画について定めた「水安全計画」に基づき、安

全な水道水の供給に努めます。 

水質管理 

安全な水道水の供給を目指して、毎年度策定している「水質検査計画」に基づき、

水源から給水栓（蛇口）まできめ細かな水質検査を実施することにより、水質管理を

徹底します。 

また、緊急時における迅速な水質検査の実施に向けて、平成２８年度に埼玉県と締

結した緊急時の水質検査協定の継続及び必要に応じた見直しを行うとともに、協定を

締結している他の水道事業体との技術交流や情報共有を行います。 

「水安全計画」に基づき、安全な水道水の供給に努めます。 

水質検査の場所、項目、頻度などを定めた「水質検査計画」に基づき、きめ細かな水質

検査を実施します。 
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水質検査体制の充実 

当企業団では、きめ細かな水質検査を実施するため、水道水の水質検査を自ら実施

しています。今後も、水質検査の精度向上と検査結果の信頼性を確保するため、水質

検査機器の更新等を計画的に行い、水質検査体制の充実を図ります。 

また、給水区域内の末端部分に設置している水質監視装置は、平成２９年度から令

和元年度までに更新を完了しています。引き続き、水道法に基づき毎日の検査が義務

付けられている「色」、「濁り」及び「残留塩素濃度」の３項目については、水質監視

装置を用いて連続的に測定を行い、水質を監視します。 

水質検査機器の更新を計画的に行い、水質検査の精度向上と検査結果の信頼性 

確保に努めます。 

■：末端水質監視装置
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2-2  良質な水道水の維持 

良質な水道水を絶え間なくお客様に供給するため、直結給水の普及、配水管の洗浄、

貯水槽水道維持管理の促進及び給水装置工事事業者の管理徹底と指定給水材料の適

正化などに努めます。 

直結給水の普及 

当企業団では、現在、３階建て建物への直結直圧給水に加えて、１５階建て程度ま

での中高層建築物に対してブースターポンプによる直結増圧式給水の採用も可能と

なっています。 

配水管の洗浄 

経年化した配水管は、配水管内に錆こぶが付着・蓄積しやすく、地震による揺れや

流速等の変化により、赤水等の濁水が発生する場合があります。 

当企業団では、濁水の発生リスクが高い地域を中心に配水管洗浄を計画的に実施し、

配水管内に付着した錆等を除去することで濁水の発生を抑制します。 

貯水槽水道維持管理の促進 

当企業団では、関係法令に基づき、貯水槽水道における水質劣化の抑制を目的とし

て、関係機関と連携しつつ、貯水槽水道の設置者に対する定期的な点検や清掃などの

維持管理の周知と啓発に取り組みます。 

水道水の供給における直結給水の普及に取り組みます。 

計画的な配水管洗浄により、濁水の発生を抑制します。 

関係機関と連携しつつ、貯水槽水道の維持管理の周知と啓発に取り組みます。 
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～安全な水の給水を目指して～

給水装置工事事業者の管理徹底と指定給水材料の適正化 

改正水道法により、令和元年(2019年)１０月から、指定給水装置工事事業者制度に

５年ごとの「更新制」が導入されました。それに伴い、有効期間内に更新を申請しな

い事業者は、指定の効力を失うことになりました。 

今後もお客様が安心して水道を使用することができるよう、給水装置工事事業者に

対する指導や管理を徹底するとともに、指定給水材料の適正化に努めます。 

 評価指標と目標値

基本方針「安全な水の給水を目指して」における評価指標と目標値を示します。 

評価指標 単位 評価方法
令和３年度 令和７年度

管理目標達成率 % 管理目標達成項目数÷水質基準項目数×100 92 96

検査項目数 - 水質検査計画に基づく検査項目数 80 82

給水栓の水質基準適合率 % 水質検査適合数／全検査数×１００ 100 100

緊急時（水質事故時）対応の協定 % 協定の締結状況（継続・見直しを含む）：１００％ 100 100

経年化水質検査機器率 %
（経年化年数を超えている水質検査機器数／水質検査機器総数）
×１００ 19 19

配水管洗浄実施率 % 配水管洗浄実施ブロック数÷配水管洗浄計画ブロック数×100 60 100

貯水槽水道指導率 % （貯水槽水道指導件数／貯水槽水道数）×１００ 100 100

安
全
な
水
の
給
水
を
目
指
し
て

目標値

給水装置工事事業者に対する指導や管理を徹底するとともに、指定給水材料の適正

化に努めます。 
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3. 持続可能な水道事業経営を目指して 

全国的に水道事業を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。ライフスタイル及

び世帯構成の変化や節水型機器の普及などにより水需要が減少する一方、浄・配水場

や配水管などの水道施設は、経年劣化などの状況を踏まえて計画的に更新しなければ

ならず、今後、多額の更新費用が必要になることが見込まれています。 

従って、将来にわたり健全な水道事業を継続して運営していくためには、経営の効

率化や適正な料金設定など、「水道事業の基盤強化」に努めることが必要不可欠です。

改正水道法では、それらの課題に対して適切な対応を行うことが義務付けられました。 

そのような観点から、当企業団はアセットマネジメント手法による長期的な資産管

理の実践と財政収支見通しのもとで、引き続き、効率的かつ効果的な水道事業経営を

推進します。また、業務の効率化・高度化を図る観点から、官民連携、広域化及び最

新デジタル技術の活用可能性などについても検討し、適宜取り入れます。 

このほか、人材育成等による職員の技術水準の向上と自然環境に配慮した取り組み

などによって、安全・安心な水道事業を継承することが可能な体制の構築に努めます。 

3-1 経営の効率化 

3-2 水道利用者（お客様）とのコミュニケーション 

3-3 給水収益の確保 

3-4 人材の育成と技術の継承 

3-5 環境への配慮 
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3-1  経営の効率化 

適正な定員管理による合理的な組織や近隣事業体との協力体制の確立、効率的な資

産管理、経費の節減等を積極的に実施し、更なる経営の効率化を図ります。 

経費の節減 

当企業団は、将来的に水需要の減少に伴い給水収益が減少し、経年化した浄・配水

場の施設・設備や配水管の更新事業に要する費用が増加することが見込まれており、

経費節減のための更なる企業努力が求められています。そこで、令和元年度の管路更

新事業から、耐震性能とコストに優れた「水道配水用ポリエチレン管」の採用を開始

しました。今後も、地域や地盤の特性に応じた適正な管種の採用を行うことにより、

更新費用の削減に取り組みます。 

そのほか、ダウンサイジングを考慮した施設更新等によるライフサイクルコストの

低減、高効率設備の導入など、水道事業の費用対効果を高めるための不断の取り組み

によって、一層の経費節減に努めます。また、当企業団の経営効率化に寄与する県水

受水における「承認水量制」の見直しについて、引き続き、埼玉県への要望を行いま

す。 

外部委託等による官民連携の推進 

改正水道法では、民間の技術力や経営のノウハウを活用することで水道事業の基盤

強化が図れるよう、官民連携の推進方策が定められました。当企業団では、サービス

の向上や業務の効率化を図るうえで外部委託等による官民連携手法の導入が効果的

な業務について、費用対効果を考慮しながら、適宜取り組みます。 

経営の効率化に向けて、一層の経費節減に努めます。 

業務の効率化や給水サービスの向上を図ることを目的に、外部委託等による官民連携

の推進方策について検討します。 
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組織・定員の適正管理 

当企業団では、これまでも経営効率化に向けて組織体制の見直しを進めてきました

が、将来的な水需要の減少等により経営状況は更に厳しくなることが予想されます。 

そこで、当企業団では、更なる経営の効率化に向けて、組織体制の不断の見直しを

行うとともに、定員管理の適正化によって、合理的な組織体制の構築を目指します。 

広域化に向けた連携 

改正水道法では、国、都道府県、市町村及び水道事業者等に対する責務を明確にす

ることで、水道事業の持続可能性を保障しています。都道府県に対して、「水道広域化

推進プラン」の策定を義務付ける一方、水道事業者等に対して、基盤強化を図る観点

から水道事業の広域化に取り組むことを要請しています。 

引き続き、当企業団では、埼玉県及び近隣事業体で構成する「埼玉県水道広域化実

施検討部会（第２ブロック）」において意見交換を行い、広域化の実現に向けて連携を

図ります。 

引き続き、近隣事業体等と意見交換を行い、広域化の実現に向けて連携を図ります。 

更なる経営効率化に向けて、組織体制の不断の見直しを行うとともに、組織と定員の

適正管理に努めます。 
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「デジタル化」による業務の推進 

ICT・IoT などを中心とする「デジタル化」の進展により、水道施設の管理や関係す

る事務処理の最適化・効率化などが図られることで、水道事業の基盤強化につながる

ことが期待されています。 

これまで、当企業団では、外部委託等によって各種電算システムを構築し、業務の

「デジタル化」を推進してきました。今後も、費用対効果を考慮しつつ、既存の処理

方法を基に最新デジタル技術の活用可能性を検討し、業務の更なる効率化や高度化に

向けた取り組みを適宜進めます。 

アセットマネジメントによる効率的な経営 

改正水道法では、事業者が点検を含む水道施設の維持管理、修繕及び長期的な視点

に立った計画的な更新に努めなければならないことを定めています。その趣旨を踏ま

えて、当企業団は、アセットマネジメント手法を用いて平成２６年度に策定した「水

道施設総合管理計画」を改訂のうえ、中長期的な視点から更新需要や財政収支の見通

しを立てて財政負担を平準化することで、計画的かつ効率的に施設整備を進めます。 

当企業団では、適切な維持管理によって安全性や健全性を確保しながら、「法定耐

用年数」を超えて使用することを前提に設定した「実使用年数」に到達するまで、各

施設・配水管等を使用することとしています。このことにより、施設・配水管等の長

寿命化を図りつつ、ライフサイクルコストの低減化を実現することが可能になります。

それぞれの更新時には、国庫補助制度等を有効的に活用できるよう、日ごろから国の

動向等を注視し、情報収集に努めます。 

また、配水管の適切な維持管理を行うことによって、漏水の発生を抑制し、高水準

の有収率を確保するとともに、浄・配水場施設及び設備のトラブル等を未然に防ぐこ

とで、効率的に事業を運営します。 

業務の効率化や高度化に向けて、最新デジタル技術の活用可能性を検討します。 

アセットマネジメント手法を活用し、適切な維持管理を行うことにより、計画的かつ効率

的な施設整備を行います。 
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3-2  水道利用者（お客様）とのコミュニケーション 

水道事業に対する理解をより深めていただくために、様々な手段により水道利用者

（お客様）とのコミュニケーションを図ります。 

水道事業の理解に向けた啓発 

当企業団では、これまでもお客様に水道事業への理解と関心を深めていただけるよ

う、「水道フェア」や「親子水道教室」など、様々なイベントを実施してきました。 

今後も様々なイベント等を通じて、お客様が水道事業に関心を寄せ、理解を深めて

いただく機会を設けるとともに、次世代を担う子供たちの水道事業に対する興味・関

心が高まるような啓発活動に取り組みます。 

また、令和元年(2019年)４月には、当企業団

の設立５０周年を記念し、PR キャラクター 

「こしまつくん」が公募により誕生しました。

引き続き、お客様に当企業団の水道事業をより

身近に感じていただけるよう、「こしまつくん」

を活用した啓発活動にも取り組みます。 

広報広聴活動の充実 

お客様意識調査をはじめとする様々な方法により、日ごろからお客様ニーズの把握

に努め、効果的かつ効率的に情報を提供できる方法を検討するとともに、お客様の生

活様式に沿った広報活動を展開します。 

PR キャラクターや各種イベントを通じて、お客様の水道事業への理解を深めます。 

お客様ニーズの把握に努め、効果的・効率的に情報提供を行います。 

今後、PR を 

進めていくよ！
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3-3  給水収益の確保 

将来にわたり健全な水道事業を持続するため、料金収納方法の多様化に取り組むと

ともに、料金体系見直しの調査検討を進めます。 

料金収納方法の多様化 

近年、各種公共料金において、クレジットカードやキャッシュレス決済等、支払方

法の多様化が進んでいます。当企業団は、水道料金と下水道使用料を併せて徴収して

いることから、給水区域である越谷市及び松伏町の税金や各種手数料・使用料等の収

納取扱いの動向に注視する一方、日々変化するお客様のニーズを考慮し、料金収納方

法の多様化に取り組みます。 

料金体系見直しの調査検討 

水需要の減少に伴い給水収益が減少して

いく中で、増大する水道施設の更新需要に

適切に対応した事業運営を続けていくに

は、安定した財源を確保しなければなりま

せん。 

一方、水道料金に対するお客様からのご

意見やご要望は、世帯構成や社会経済情勢

などに大きく影響を受けるものです。今回

実施したお客様意識調査によると、例えば、

約半数（53.3%）の方は現行の水道料金が安

いまたは概ね適正であると感じている一

方、約３割（28.2%）の方は高いと感じてい

ます。また、約４割（40.1%）の方は、水道料金が多少上がっても、古くなった施設は

できるだけ早く更新すべきと考える一方、半数弱（48.3%）の方は、できるだけ料金を

お客様の利便性が向上するように、料金収納方法の多様化に取り組みます。 

長期的な視点での財政収支見通しに基づき、料金体系見直しの調査検討を進めます。 

安いと思う

2.8%

どちらかと言えば

安いと思う

6.6%

概ね適正な料金

だと思う

43.9%

どちらかと言えば

高いと思う

20.4%

高いと思う

7.8%

わからない

15.5%

無回答

3.0%
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上げずに、古くなっても使用に支障が出ないように整備や修理を続け、徐々に更新し

ていくべきと考えています。 

本計画の見直しに併せて改訂する「水道施設総合管理計画」の結果によれば、計画

期間内（令和３年度～令和７年度）では現行の水道料金水準を維持することが可能で

すが、計画期間後（令和８年度以降）に関しては、健全な事業運営に必要となる財源

を十分に確保することが次第に難しくなると見込まれます。今後、当企業団では、適

切な時期に料金改定を行うことを想定し、基本水量や逓増制※24などの料金体系の見直

しに関する調査検討を進めます。 

現在の料金体系

（概要） 

（公社）日本水道協会水道料金算定要綱に基づく総括原価方式による。 

◆ 基本料金 

高騰を招かぬよう抑制基調とする。 

◆ 超過料金 

使用量の増加に伴い徴収単価が増える逓増制を緩やかに採用 

◆ 資産維持費 

算定期間内において所有する固定資産の帳簿原価のうち、未償却残高

の期首と期末（見込み）の平均額に、下記の項目に基づき算出した資産

維持率（0.91%）を乗じて得た額を総括原価に計上 

・過去の財務省企業債借り入れに係る利率の平均 

・自己資本比率 

※24 逓増制 

「逓増制」とは、使用量の増加に伴い超過料金単価が高額となる料金体系のことをいう。高度経済成長による

水需要の急速な増加に対して、水の合理的使用を促す需要抑制と生活用水の低廉化への配慮などから設定された

制度である。  

わからない

その他

料金が多少上がっても、古くなった施設はできるだ
け早く更新すべきである

できるだけ料金は上げてほしくないので、古くなっ
ても使用に支障が出ないように整備や修理を続
け、徐々に更新していくべきである

料金が上がるなら、古くなっても実際に漏水や断水
などが発生するまで更新する必要はない

40.1%

48.3%

2.1%
7.5%

2.0%
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3-4  人材の育成と技術の継承 

水道事業を持続していくためには、土木・電気・機械・水質などの技術分野や、企

業経営に精通した人材を育成することが重要です。当企業団は、職員一丸となって技

術水準を確保し、次世代に継承していきます。 

職員の技術水準の確保 

科学技術が発達し、AI（人工知能）などが日常生活に欠かせない社会が到来したと

しても、水道事業経営の担い手は「人」であることに変わりはありません。 

当企業団の職員は、全て越谷市から派遣された職員であり、定期的な人事異動によ

り、水道業務経験年数は他の事業体と比較すると短くなりがちです。一方、水道事業

は、土木技師のみならず、水質、機械設備、電気設備、施設管理、建築、法制度、会

計制度などの多様な技術・知識から成り立っており、それらの習得には経験や時間を

要します。 

当企業団では、これまでも既存の研修制度を活用するなどして、効率的かつ効果的

に職員研修を実施してきました。今後も「越谷・松伏水道企業団研修計画」に基づき、

（公社）日本水道協会や各種民間研修機関等が開催する外部研修、自ら主催する内部

研修はもとより、OJT※25の推進にも積極的に取り組むなど、職員研修の充実を図りま

す。 

また、これまでに培った技術のノウハウを共有することで職員の技術水準を確保し、

次世代に継承していくことはもちろんのこと、組織として風通しの良い環境を作るこ

とも大切です。そのような観点から、当企業団は、個々の能力を十分発揮し、柔軟な

思考力と情熱をもって水道事業運営に取り組むことのできる人材の育成に取り組み

ます。 

※25 OJT

On the Job Training の略語。職場の日常業務を通して、上司・先輩職員や部下・後輩職員に必要な知識や技

術等を計画的・継続的に指導することで、業務処理能力を育成することを意味している。 

職員研修の充実を図るとともに、技術のノウハウを共有し、職員の技術水準の確保に

取り組みます。 
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3-5  環境への配慮 

当企業団を含む全ての地方公共団体は、自らの事務事業に関し、「地球温暖化対策

の推進に関する法律」に基づき、温室効果ガスの排出量の削減などの処置に関する計

画（地方公共団体実行計画）を国の「地球温暖化対策計画※26」に即して策定するよう

に義務付けられています。 

本施策は、当企業団における全ての事務事業を対象とする、地球温暖化対策の推進

に関する法律第２１条第１項に基づく「地方公共団体実行計画（事務事業編）」に位置

付けるものです。 

エネルギー消費量の削減 

当企業団では、温室効果ガス排出量の削減に向けて、北部配水場の太陽光発電や西

部配水場の小水力発電による再生可能エネルギーを活用しています。また、東部配水

場の更新の際には、高効率の配水ポンプやインバータ設備を導入しました。今後実施

する浄・配水場更新の際にも、省エネルギー・高効率設備の導入を検討します。 

※26 地球温暖化対策計画 

「地球温暖化対策計画」とは、平成２８年(2016年)５月に閣議決定された国の計画である。この計画では、 

「2030年度に2013年度比で温室効果ガス排出量を26%削減する」ことを目標として、エネルギー消費の抑制や再

生可能エネルギーの導入の推進などによる温室効果ガス排出量の削減に広く取り組むことを求めている。 

温室効果ガス排出量の削減に向けて、既存の再生可能エネルギー設備の活用を図る

とともに、高効率の設備の導入を検討し、電力等のエネルギー消費量の削減に取り組

みます。
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温室効果ガスについては、「地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」の対象となる

７種類（二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、ハイドロフルオロカーボン、パーフル

オロカーボン、六ふっ化硫黄、三ふっ化窒素）のうち、二酸化炭素が当企業団の排出

量の約 99%を占めています。そこで、当企業団では、令和７年度までに二酸化炭素排

出量を基準年度（平成２５年度）比で 33%削減することを目標に掲げることで、環境

に配慮した事業を推進し、エネルギー消費量の削減に努めます。推進体制等について

は、当企業団の組織体制に準拠するものとし、実行計画の進捗状況については、毎年

度公表します。 

環境に配慮した行動の推進 

様々な物品を購入する際には、エコマークやグリーンマーク製品等、環境負荷の少

ない製品を優先するものとし、プラスチックごみの削減を図るため、災害用の備蓄水

をペットボトルからアルミ缶へ計画的に切り替えます。また、資料の簡素化、共有化

及び電子化や両面印刷などによって用紙類の使用枚数を抑制するとともに、備品・事

務用品の長期使用や廃棄時の分別回収などに努めます。 

環境負荷の少ない製品の購入に努めます。また、用紙類の使用量削減や、備品・事務

用品等廃棄時の分別回収を徹底します。 
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～持続可能な水道事業経営を目指して～ 評価指標と目標値

基本方針「持続可能な水道事業経営を目指して」における評価指標と目標値を示し

ます。 

評価指標 単位 評価方法
令和３年度 令和７年度

施設利用率 % (一日平均配水量/施設能力)×100 67.3 66.5

設備点検実施率 % (点検機器数⁄ 機械･電気･計装機器の合計数) × 100 77.1 77.1

有収率 % (年間有収水量/年間配水量)×100 97.0 97.0

給水収益に対する職員給与費の割合 % 職員給与費÷給水収益×100 9.0 9.6

対前年度ＰＲキャラクター活用率 %
（当年度使用実績（延べ回数）/前年度使用回数（延べ回数）×
100 100 100

対前年度施設見学実施率 %
（当年度見学者数/（当年度給水人口/1000）/（前年度見学者数
/（前年度給水人口/1000）））×100 100 100

対前年度広報紙による情報提供率 %
（（当年度における広報紙などの配布部数/当年度給水件数）/（前
年度における広報紙などの配布部数/前年度給水件数））×100 100 100

対前年度ホームページアクセス率 %
（当年度におけるホームページアクセス回数/前年度におけるホー
ムページアクセス回数）×100 100 100

料金収納率 % 年度末未納料金総額÷総料金収入額×100 98.9 98.9

料金回収率 % （供給単価/給水原価）×100 100 100

外部研修時間 時間/人 (職員が外部研修を受けた時間×受講人数) / 全職員数 8.0 10.0

内部研修時間 時間/人 (職員が内部研修を受けた時間×受講人数) / 全職員数 14.0 15.0

水道技術に関する資格取得度 件/人 職員が取得している水道技術に関する資格数/全職員数 1.30 1.40

配水量1ｍ３当たり電力消費量 kWh/m３ 電力使用量の合計/年間配水量 0.16 0.14

再生可能エネルギー利用率 %
（再生可能エネルギー設備の電力使用量/全施設の電力使用量）
×100 10.0 10.2

配水量1ｍ３当たり二酸化炭素排出量 g-CO２/m
３ （二酸化炭素排出量/年間配水量）×106 71 69

持
続
可
能
な
水
道
事
業
経
営
を
目
指
し
て

目標値
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第 5 章 経営戦略 

経営戦略とは 

将来にわたり安定的に事業を継続していくために、公営企業を経営する全ての地

方公共団体等に対して総務省が策定を求める中長期的な経営の基本計画のこと。 

事業の効率化、経営健全化及び将来見通しを踏まえて、１０年以上の中長期に

わたり必要なサービスを提供することが可能になるよう、「投資試算」をはじめと

する支出と、「財源試算」による収入が均衡するように調整された収支計画（「投

資・財政計画」）を主な構成要素とする。 

 投資計画 

本章では、令和２年度に改訂する「水道施設総合管理計画」による令和６５年度ま

での長期見通しを基に、１０か年（令和３年度～令和１２年度）の投資計画を策定し

ます。 

当該期間に行うべき投資の内容として、主に浄・配水場等の設備更新、基幹管路を

中心とする配水管の更新及び老朽化が進行している南部浄水場の廃止などが挙げら

れます。 

 投資に関する目標 

・設備の経年化率の改善を図る。 

・基幹管路及び重要給水施設へつながる配水管の優先的な耐震化を図る。 

・老朽化が進行している南部浄水場を廃止する。 
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浄・配水場の更新等に係る方針 

当企業団では、現在２つの浄水場と３つの配水場から給水区域内に水道水

を供給しています。そのうち、南部浄水場は竣工から５０年以上が経過し、老朽

化に伴う更新時期を迎えています。一方、当企業団の将来給水人口及び給水量

は令和４年度にピークを迎え、その後減少していくことが見込まれています。 

当企業団を取り巻く経営環境が厳しさを増す中、持続可能な方法で事業を

進めていくためには、各施設の更新時期に合わせて統廃合等を含む施設規模

の適正化を図ることが重要であると考えられます。そこで、「水道施設総合管理

計画」の改訂作業（令和２年度）において、老朽化が著しい南部浄水場の廃止

を視野に入れた水運用方法について検討を行いました。 

南部浄水場は、都市計画道路「新越谷駅北通り線」が場内を通るため、現在

のまま維持していくことはできません。南部浄水場を廃止する場合、安定的な給

水が可能であるか試算すると、通常時は

支障ありませんが、築比地浄水場の更新

時（令和２０年度ごろ）には配水能力が

不足するという結果に至りました。そこで、

直近に更新を予定している西部配水場

の配水能力を増強し、その不足を補える

か検証すると安定的な給水が可能にな

ることが分かりました。 

この結果を受けて、当企業団では令和

３年度以降から取り組む西部配水場の

設備更新で配水能力の増強を図った後、

南部浄水場を廃止することにしました。
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 更新基準の設定 

この投資計画では、当企業団の施設・設備及び配水管の長寿命化を図るため、それ

ぞれの資産の特性等を加味し、「法定耐用年数」を超えた期間として設定した「実使用

年数」を更新基準とします。 

工種 法定耐用年数 実使用年数の設定値

建築 ５０年 ７０年

土木 ６０年 ７３年

電気 ５～２０年 １６～２７年

機械 １０～１７年 １９～２５年

計装 １０年 １８～２０年

管種区分 法定耐用年数 実使用年数の設定値

鋳鉄管 ５０年

ダクタイル鋳鉄管　（耐震継手GX形） １２０年

ダクタイル鋳鉄管　（耐震継手NS形） ８０年

ダクタイル鋳鉄管　（上記以外のもの） ６０年

鋼管 ４０年

硬質塩化ビニル管 ４０年

ポリエチレン管　（高密度、熱融着継手を有する） １００年

ポリエチレン管　（上記以外のもの） ４０年

ステンレス管　（耐震継手を有する） ６０年

ステンレス管　（上記以外のもの） ４０年

４０年

施設・設備の更新基準 

配水管の更新基準 
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 投資計画（令和３年度～令和１２年度） 

施設の老朽度と「実使用年数」などを基に策定した「水道施設総合管理計画（令和

２年度改訂版）」を踏まえて、今後１０年間（令和３年度～令和１２年度）の投資計画

を策定します。 

 浄・配水場施設等の設備更新 

令和３年度から１０か年の間では、既に更新時期を迎えている西部配水場及び築比

地浄水場の設備更新等に優先して取り組み、南部浄水場を廃止しても安定給水に影響

がないことを確認した後、撤去等の工事を行います。ただし、令和８年度以降の各事

業は、本計画の期間終了後に定める新たな基本的方針（次期水道事業ビジョン）に位

置付けることによって、実施するものとします。 

 配水管の耐震化と更新 

配水管のうち、口径 400mm 以上の基幹管路は更新費用が多額となるため、当企業団

の給水区域内にある全ての基幹管路を耐震化するには５０年以上の期間を要します。 

従って、令和３年度から１０か年の間では、引き続き、基幹管路を着実に更新する

とともに、口径 350mm 以下の配水管についても計画的に更新していきます。また、更

新の際には、将来の水需要減少を見据えて配水管の減径を検討するとともに、費用の

抑制に努めます。 

単位：億円

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

0.4 17.1 13.1

0.3 6.9

0.5 12.1

0.5 0.3 0.2 1.9 1.6 1.2 2.1 2.3 0.2 0.8
庁舎・その他 設備更新事業

西部配水場 設備更新事業

ろ過池改修事業築比地浄水場

南部浄水場 浄水場の撤去

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 合計

 更新事業量（延長） m 9,408 7,600 8,100 8,210 9,565 7,600 8,537 9,020 7,600 9,420 85,060

　　基幹管路 m 1,808 0 500 610 1,965 0 937 1,420 0 1,820 9,060

　　配水管（口径350mm以下） m 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600 76,000

 更新費用 億円 23.0 16.0 21.2 25.7 20.8 19.0 27.8 20.6 20.9 18.2 213.2

　　基幹管路 億円 11.3 4.3 9.5 14.0 9.1 7.3 16.1 8.9 9.2 6.5 96.2

　　配水管（口径350mm以下） 億円 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 117.0

更新費用とスケジュール 

更新費用とスケジュール 
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 水道施設整備事業費（令和３年度～令和１２年度） 

以下の図は、令和３年度から１０か年分の水道施設整備事業費の推移を示していま

す。事業費の総額は約 262 億円、１年あたりの平均費用は 26.2 億円（浄・配水場等

の施設・設備：4.9 億円、配水管：21.3 億円）程度になると見込まれます。 

単位：億円

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 合計

施設及び設備 0.9 17.4 13.3 2.2 8.5 1.2 2.1 2.3 0.2 0.8 48.9

配水管 23.0 16.0 21.2 25.7 20.8 19.0 27.8 20.6 20.9 18.2 213.2

更新費用 23.9 33.4 34.5 27.9 29.3 20.2 29.9 22.9 21.1 19.0 262.1

水道施設整備事業費の推移 
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 中長期的に見る更新需要と健全度 

「法定耐用年数」ではなく「実使用年数」を施設等の更新基準に採用すると、それ

ぞれの更新時期の間隔が長くなるため、中長期の更新需要を抑制することができます。

一方、更新需要が特定の年度に偏ってしまうと、一時的に経営に負荷を与える可能性

があります。更新需要の集中をなるべく避けながら着実に事業を進めるには、事業の

継続性や現在の経営環境（組織体制及び財政状況）などを基に必要な更新費用を具体

的に把握しつつ、可能な限り複数年度にわたって費用の平準化を図るという考え方が

求められます。 

＜更新需要の推移＞ 

＜健全度の推移＞ 

0

5

10

15

20

25

R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

（億円）

法定耐用年数による
年平均更新需要（１０.２億円）

実使用年数による
年平均更新需要（４.９億円）

実使用年数で更新した場合の
年平均更新需要（４０年間）
◆浄・配水場施設： ４.９億円

法定耐用年数で更新した場合の
年平均更新需要（４０年間、１０.２億円）と
比較すると５ .３億円の減少

0

50

100

150

200

R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

（億円）

健全資産 ： 経過年数が法定耐用年数以内の資産額

経年化資産：経過年数が法定耐用年数以上実使用年数以内の資産額

老朽化資産：経過年数が実使用年数以上の資産額

経年化資産は増加するが、老朽化資産の増加は抑制される

更新需要と健全度（施設・設備） 
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仮に、今後４０年間、令和３年度から１０か年分の施設整備事業費（総額 262 億円）

から割り出した１年あたりの平均費用（浄・配水場等の施設・設備：4.9 億円、配水

管：21.3 億円、合計：26.2 億円）に沿って更新を進めていくと、施設・設備では、

「実使用年数」による延命効果によって経年化資産の比重が中長期的に大きくなり、

老朽化資産の急激な増加をある程度抑制することができます。 

しかし、配水管に関しては、費用の平準化によって配水管の更新時期が一時的に先

送りされるため、時間の経過に従って老朽化管路の割合が徐々に多くなっていきます。

このことから、適切な時期に財政基盤を強化し、健全経営を将来にわたって維持して

いく必要があると言えます。 

＜更新需要の推移＞ 

＜健全度の推移＞ 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

（億円）

法定耐用年数による
年平均更新需要（４６.８億円）

実使用年数による
年平均更新需要（２１.３億円）

実使用年数で更新した場合の
年平均更新需要（４０年間）

◆配水管： ２１.３億円

法定耐用年数で更新した場合の
年平均更新需要（４０年間、４６.８億円）と
比較すると２５.５億円の減少

0

500

1,000

1,500

R3 R5 R7 R9 R11 R13 R15 R17 R19 R21 R23 R25 R27 R29 R31 R33 R35 R37 R39 R41

（km）

健全管路 ： 経過年数が法定耐用年数以内の管路延長

経年化管路：経過年数が法定耐用年数以上実使用年数以内の管路延長

老朽化管路：経過年数が実使用年数以上の管路延長

令和２５年度以降、老朽化管路の割合が徐々に増加する

更新需要と健全度（配水管） 
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 財政計画（収支計画） 

財政計画は、これまでの実績と今後の人口減少を踏まえた水需要予測の値から積算

した給水収益や、先に定めた１０か年の投資計画などを基に策定（試算）します。平

成２８年度から令和元年度までの決算額と今回の見直し結果を踏まえて、将来の収支

見通しを改めて試算したところ、当初計画のとおり令和７年度までは現行の水道料金

水準を維持することができます。しかしながら、健全経営を将来にわたって維持する

には、適切な時期に料金改定が必要になるとの試算に変わりはありません。 

当企業団では、引き続き、徹底した経費削減に努めるとともに、世代間負担の公平

性の観点からバランス良く企業債を活用するなど、経営に必要な費用の平準化を図り

ます。また、将来の事業環境の変化等を見据えながら、適宜料金改定に関する調査検

討を進めます。 

 財政に関する目標 

・令和７年度までは現行の水道料金水準を維持する。 

・効率的な事業経営を更に進め、費用の抑制に努める。 

 収益的収支 

単位：億円（税抜き）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

収益的収入 74.4 74.1 73.7 73.0 72.3 71.8 73.9 70.8 70.2 69.6

営業収益 66.2 66.2 65.9 65.3 64.8 64.4 64.1 63.5 63.1 62.7

うち給水収益 63.4 63.4 63.1 62.5 62.1 61.6 61.4 60.8 60.4 60.0

営業外収益 8.2 7.9 7.8 7.7 7.5 7.4 7.3 7.3 7.1 6.9

うち長期前受金戻入 7.9 7.6 7.5 7.4 7.3 7.2 7.1 7.1 6.9 6.7

特別利益 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 0.0 0.0 0.0

収益的支出 67.1 66.0 66.6 66.8 66.7 67.6 78.4 66.6 67.0 66.5

営業費用 64.5 64.2 65.2 65.6 65.7 66.7 66.6 65.9 66.4 65.9

人件費 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5

動力費 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 0.9 0.9 0.9 0.9

県水受水費 20.8 20.8 20.7 20.6 20.6 20.7 20.8 20.8 20.9 20.9

減価償却費 22.7 22.4 23.4 23.9 23.9 24.3 24.4 24.6 24.5 24.5

資産減耗費 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 1.3 0.4 0.4 0.4

その他営業費用 10.9 10.9 11.0 11.0 11.1 11.6 10.7 10.7 11.2 10.7

営業外費用 2.2 1.8 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6

うち支払利息 2.2 1.8 1.4 1.2 1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.6

特別損失 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.0 0.0 0.0 0.0

収益的収支（純利益） 7.3 8.1 7.1 6.2 5.6 4.2 ▲ 4.5 4.2 3.2 3.1

年度

推計値（収益的収支） 
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※給水原価の算出にあたっては、給水原価構成費用から長期前受金戻入を差し引いて計算しています。
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85

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

単価・原価

（円/m3）
収入・支出

（億円）

収入 支出 給水原価 供給単価

74.4

１５９.29

６7.1

１７２.４８

66.5

69.6

７２.3

６6.7163.66

170.98 168.48

168.15

単位：円/m3

年度 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

供給単価 172.48 172.48 171.98 171.48 170.98 170.48 169.98 169.48 168.98 168.48

給水原価 159.29 159.01 160.97 162.94 163.66 167.07 166.94 166.14 168.43 168.15

収益的収支・給水原価・供給単価の推移 

費用内訳の推移 
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当企業団の収入の柱は水道料金による給水収益です。また、支出の項目には、埼玉

県企業局から水を購入する費用（県水受水費）、資産の取得に伴って発生する減価償

却費※27、人件費をはじめとする諸経費のほか、企業債残高に伴う支払利息などがあり

ます。ここでは、以下の条件に沿って収益的収支の推計を行いました。 

財源 

(ア) 給水収益は、水需要の減少に伴う配水量の減少等による供給単価の低下を踏ま

えて、「供給単価（税抜き）×年間有収水量」の算定式から求めた。 

(イ) 内部留保資金を活用した資金運用は、内部留保資金の残高額に比例して減少す

るものと見込んだ。 

(ウ) 南部浄水場の撤去に伴う補償金として、令和９年度に特別利益 2億 5,000 万円

を計上した。 

経費 

(ア) 職員給与費は、令和２年度現在の職員数及び人件費を前提としつつ、令和元年

度人事院勧告による人件費の上昇率（0.09%）を考慮して推計した。 

(イ) 委託料及び修繕費は、令和２年(2020年)７月の経済財政諮問会議による物価上

昇率（以下「物価上昇率」という。）（0.7%）を考慮して推計した。 

(ウ) 受水費（県水購入費）は、配水量の約９割を埼玉県企業局から購入した水（県

水）とし、その単価は 61.78 円/m3（税抜き）とした。ただし、令和７年度以降

については、物価上昇率（0.7%）を考慮して推計した。 

(エ) 動力費及び薬品費は、各浄・配水場の単価と配水量の積により算出するととも

に、物価上昇率（0.7%）を考慮して推計した。 

(オ) 減価償却費は、投資的支出により

取得する有形固定資産額と、当該

資産の償却年数から算出し、計上

した。 

(カ) 令和９年度の資産減耗費には、南部浄水場に係る資産除却費を計上した。 

※27 減価償却費 

施設の整備等に充てた費用を整備等を行った時点で一括計上せず、施設ごとに定められた耐用年数に応じて毎

年費用化して計上するもの。会計処理上、この資金は現金（内部留保資金）として手元に残り、次期の整備等に

充てる資金となっている。 

工種 耐用年数 償却区分
建築・土木 ５８年

機械・電気・計装 １６年
管路 ４０年
量水器 ８年 取替法

定額法
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(キ) 企業債利息は、企業債の借り入れによって新たに発生する額を、既定の支払予

定額に加算して算出した。なお、新規借り入れ分の利息計算では、以下の利率

を適用した。 

(ク) 特別損失として、令和９年度に南部浄水場の撤去費用を計上した。 

(ケ) その他営業費用は、配水量などの将来推計結果を考慮しつつ、経常的経費を考

慮して計上した。 

区分 償還期間 利率（％）
建築・土木 ２０年償還、据置なし 0.35

機械・電気・計装 15年償還、据置なし 0.24
管路 30年償還、据置なし 0.53



第５章 経営戦略 

７２ 

 資本的収支 

※消費税率は一律１０%で計算しています。 

単位：億円（税込み）

R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

資本的収入 8.9 14.1 14.9 12.8 8.8 7.4 9.9 8.1 8.4 6.4

企業債 4.0 11.0 12.2 10.5 6.9 5.5 8.3 6.8 7.1 5.1

加入者分担金 2.8 2.2 1.8 1.4 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

工事負担金 2.1 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.6 0.3 0.3 0.3

資本的支出 40.7 50.7 50.7 43.0 43.4 33.1 44.0 35.7 33.7 30.7

建設改良費 26.2 36.6 38.4 31.8 33.7 24.1 35.6 27.9 26.3 24.0

人件費 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

委託料 1.1 0.7 0.7 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

工事請負費 23.2 34.1 35.8 28.1 31.4 20.7 30.6 23.0 23.7 20.8

営業設備費 0.8 0.5 0.6 0.5 0.5 0.7 0.7 0.8 0.7 0.7

庁舎整備費 0.0 0.2 0.2 1.0 0.0 0.9 2.4 2.2 0.0 0.6

その他 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1

企業債償還金 14.5 14.1 12.3 11.2 9.7 9.0 8.4 7.8 7.4 6.7

資本的収支（資金不足額） ▲ 31.8 ▲ 36.6 ▲ 35.8 ▲ 30.2 ▲ 34.6 ▲ 25.7 ▲ 34.1 ▲ 27.6 ▲ 25.3 ▲ 24.3

補てん財源 31.8 36.6 35.8 30.2 34.5 25.7 34.0 27.6 25.3 24.3

減債積立金 10.0 7.3 8.0 7.1 6.2 5.7 4.3 0.0 0.0 3.1

消費税資本的収支調整額 2.1 3.1 3.3 2.7 2.9 2.0 3.0 2.4 2.2 2.0

過年度損益勘定留保資金 16.2 26.2 24.5 20.4 25.4 18.0 26.7 25.2 23.1 19.2

調整額 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

資金残高の推移 88.0 77.8 68.7 64.3 55.3 53.4 41.0 33.8 31.8 30.9

企業債残高 97.2 94.1 94.0 93.2 90.4 86.9 86.8 85.9 85.5 83.9

年度

推計値（資本的収支） 
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資本的収支は、浄・配水場や配水管などのインフラ整備に伴って発生する収入と支

出を表すものであり、以下の条件に沿って算出しました。 

財源 

(ア) 企業債は、将来世代との費用負担を考慮しつつ、主に浄・配水場と基幹管路の

更新に要する費用に充てる財源の相当額について新規借り入れすることを想定

し、計上する。また、期間内の単年度借入額は、当該年度における企業債償還

金※28の額の範囲内に収まるように計上した。 

(イ) 加入者分担金は、給水区域内における都市基盤整備の将来動向等を踏まえて、

令和３年度の見込み額（2.8 億円）を基に、令和６年度までは前年度比２割減、

令和７年度以降は一律 1.0 億円を計上した。 

(ウ) 工事負担金は、越谷市や松伏町などから受託する配水管布設工事等に係るもの

を想定して計上した。 

(エ) 国庫等補助金は、将来的な制度改正等を考慮し、この推計では見込まないこと

とした。 

※28 企業債償還金 

ここでは、企業債※9の返済額のうち元金相当額のことを指している。 
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投資 

(ア) 建設改良費は、各年度で計画する事業費の合計額に、物価上昇率（0.7%）を考

慮して計上した。 

(イ) 将来的な水需要の減少を見込み、管路更新の際には口径を縮小して更新費用を

抑制することを想定した。 

(ウ) 更新費用は管路更新率や耐震化率等を考慮し、複数年度にわたって平準化した。 

(エ) 施設・設備の特性や使用実績等を踏まえつつ、健全性の維持とライフサイクル

コストの低減を図る「実使用年数」を資産ごとに設定した。 

(オ) 企業債償還金は、企業債借り入れによって新たに発生する金額を、既定の償還

予定額に加算して算出した。 

(カ) 補てん財源として、減債積立金と消費税資本的収支調整額を当年度不足額に充

当するものとし、それでも足りない場合は、損益勘定留保資金※29を充当した。 

※29 損益勘定留保資金 

「損益勘定留保資金」とは、収益的収支において現金支出を必要としないもの（減価償却費※26など）を費用に

計上することによって、企業内部に留保される資金のことである。資本的収支の補てん財源の１つであり、当年

度損益勘定留保資金と過年度損益勘定留保資金に区分される。 
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第 6 章 進捗管理

 計画の進捗管理と事業実施効果の把握 

後期見直し後の本計画では、各施策に取り組む過程において、社会経済情勢等によ

る様々な状況変化に適宜対応できるよう、進捗管理を行います。ここでの進捗管理は、

計画策定（Plan）、実施（Do）、評価（Check）、改善検討（Action）を繰り返す、PDCA

サイクルによるものとします。 

各基本方針の実施状況は、予め設定した評価指標を基に進捗を確認するとともに、

具体的な成果の把握に努めます。 

PDCA サイクルを用いた進捗管理 
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 事業評価の実施方法 

進捗状況評価 

第４章で各基本方針別に定めた評価指標（合計３０指標）を用いて、各事業の翌年

度に施策の「進捗状況評価」を実施します。また、それらの評価結果を翌年度の予算

編成に反映させることで、事業の推進を着実に図ります。 

総合評価 

令和７年度以降の適切な時期に施策の全体的な達成度や新たな課題等を整理する

「総合評価」を実施します。特にここでは、年度別の進捗状況と費用対効果の考え方

などからそれぞれの課題等を改めて整理し、個々の事業の要否、優先度または実現可

能性などの基準に沿って総合的に再評価を行い、今後の方向性を検討します。 

 計画期間経過後の取扱い 

次期基本的方針（次期水道事業ビジョン）の策定にあたっては、上記の評価結果を

尊重して進めることとします。また、本計画に含む「経営戦略」（第５章）は、当該策

定時期に合わせて改定を行います。 
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資料

   越谷・松伏水道企業団水道事業基本計画策定委員会設置要綱 

平成２６年７月１日 

企業長決裁 

改正 

平成２７年４月１日企業長決裁 

令和元年８月９日企業長決裁 

（設置） 

第１条 越谷・松伏水道企業団水道事業基本計画（以下「基本計画」という。）の策定

及び見直し（以下「策定等」という。）を実施するため、越谷・松伏水道企業団水道

事業基本計画策定委員会（以下「策定委員会」という。）を設置する。 

（組織） 

第２条 策定委員会は、企業長、局長、課長職及び副課長職にある者をもって組織す

る。 

（委員長及び副委員長） 

第３条 策定委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は、企業長をもって充て、

副委員長は、局長をもって充てる。 

２ 委員長は、策定委員会を総括し、会議の議長となる。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（会議） 

第４条 策定委員会の会議は、委員長が招集する。 

２ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見若しくは説明

を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 

（作業部会） 

第５条 基本計画の策定等に係る専門的事項の検討、調査及び研究等を行わせるため、

策定委員会に作業部会（以下「部会」という。）を設置する。 

２ 部会は、各課の課長が選出する主幹職以上の者（以下「部会員」という。）をもっ

て組織する。 

３ 部会に部会長及び副部会長を置き、それぞれ部会員の互選により選出する。 

４ 部会長は、必要があると認めるときは、部会の会議に関係者の出席を求め、意見

若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。 
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５ 部会長は、会議結果について、策定委員会に報告しなければならない。 

６ 第３条第２項及び第３項並びに第４条第１項の規定は、部会の会議について準用

する。この場合において、同条中「策定委員会」とあるのは「部会」と、「委員長」

とあるのは「部会長」と、「副委員長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものと

する。 

（庶務） 

第６条 策定委員会の庶務は、総務課経営企画担当において処理する。 

（雑則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか策定委員会に必要な事項は、企業長が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２６年７月１日から施行する。 

（越谷・松伏水道企業団水道事業基本計画策定委員会設置要綱の廃止） 

２ 越谷・松伏水道企業団水道事業基本計画策定委員会設置要綱（平成１６年７月２

７日企業長決裁）は廃止する。 

附 則（平成２７年４月１日企業長決裁） 

この要綱は、平成２７年４月１日から施行する。 

  附 則（令和元年８月９日企業長決裁） 

この要綱は、令和元年８月９日から施行する。 
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水道事業マスタープラン見直しに係る事務手続きの経緯 

年 月 日 概　　　　　　要

R元. 8. 27
第１回策定委員会
　○「水道事業マスタープラン」の見直しと作業部会について

8. 27
第１回作業部会
　○正副部会長の選出、今後の進め方等について

10. 4
第２回作業部会
　○実現方策・評価指標の見直し方法等について

11. 15
第３回作業部会
　○修正等を要する部分について【第1章～第3章】

11. 27
第２回策定委員会
　○業務委託等の方法について

12. 11
第４回作業部会
　○修正等を要する部分について【第4章】

R2. 1. 24
第５回作業部会
　○修正等を要する部分について【第5章以降】

3. 27
第３回策定委員会
　○「水道事業マスタープラン」見直しに向けた検討結果について

6. 11 職員ヒアリング（4課10担当15名出席）

7. 15
～ 7. 31

10. 15
第１回作業部会
　○見直し作業の進捗状況について

10. 21
第１回策定委員会
　○見直し作業の進捗状況について

11. 11
第２回作業部会
　○見直し後の施策評価指標案について

12. 4
第３回作業部会
　○「水道事業マスタープラン（後期見直し）」の原案について

12. 10
第２回策定委員会
　○「水道事業マスタープラン（後期見直し）」の原案について

12. 24 経営会議（「水道事業マスタープラン（後期見直し）」案の決定）

2. 2 パブリックコメント終了（意見なし）

2. 17
第４回作業部会
　○「水道事業マスタープラン（後期見直し）」の最終案について

2. 22
第３回策定委員会
　○「水道事業マスタープラン（後期見直し）」の最終案について

2. 25 経営会議（「水道事業マスタープラン（後期見直し）」の最終案決定）

3. 1 「水道事業マスタープラン（後期見直し）」企業長決裁

3. 25 「水道事業マスタープラン（後期見直し）」公表

1. 4

お客様意識調査（アンケート調査）実施（送付対象2,000件）

パブリックコメント開始（企業団庁舎、越谷市役所及び松伏町役場本庁舎）

《令和元年度》

《令和２年度》

R3.
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